


















 

















































































 









 

 

 

 













58 

 

2．中心市街地の位置及び区域 

[1] 位置 

位置設定の考え方 

本市の中心市街地は、JR 筑肥線及び国道 202 号が走り、主要な交通結節点である JR 唐津駅および

その北部に広がる商業地域を中心に、唐津市役所、大手口センタービル、唐津市民会館、曳山会館、

唐津神社、バスセンター、まいづるショッピングセンター、ふるさと会館アルピノなど、商業・業務

施設等などの複合的なサービス機能、公共公益施設が集積している位置とする。 

 

（位置図） 

 

中心市街地 
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[2] 区域 

区域設定の考え方 

 中心市街地の区域については、以下の点を考慮した約 154ha の区域とする。 

① 中心市街地形成の歴史的経緯と集積した歴史的資源の観点 

  唐津駅から唐津城にかけて、城下町の風情を今に残す中に、唐津城、旧高取邸、旧唐津銀行など

の江戸から近代にいたる歴史的資源が集積している。また、国の重要無形民族文化財に指定されて

いる「唐津くんちの曳山行事」のルートを含む城内地区・曳山通りのエリアで、地域住民の意向に

よる、官民協働の景観まちづくりが取り組まれており、歴史的な街並みを守るためのガイドラン作

りやその運用が図られようとする区域を考慮する。 

② 公共公益施設、公共交通機関、道路交通網の観点 

  エリアの中央部には、市役所等の行政施設や病院等の医療福祉施設、市民会館等の文化施設が集

積しており、東側にかけて、バスセンターや、裁判所などの国の出先機関が集積している。また、

西側には、済生会唐津病院や、菜畑西の浜線、現在改良中の、大手口佐志線が位置している。南側

には、ＪＲ唐津駅、唐津市近代図書館が位置し、北側には、早稲田佐賀中学校・高等学校が位置し

ており、これらの施設・道路交通網の配置を考慮する。 

①  商業機能の観点 

  ＪＲ唐津駅とバスセンターの間に位置する中央商店街及びまいづる本店ショッピングセンター

の配置を考慮する。 

（区域図） 
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［3］中心市街地要件に適合していることの説明 

要 件 説 明 

第 1 号要件 

当該市街地に、相当数の小

売商業者が集積し、及び都市

機能が相当程度集積してお

り、その存在している市町村

の中心としての役割を果た

している市街地であること 

・本市では、市域面積 487.54k ㎡に対し、中心市街地面積 1.54k ㎡（対

市割合 0.32%）に以下の都市機能等が集積。 

 

○人口の集積 

・本市の人口 126,385 人のうち、5.74%にあたる 7,256 人が中心市街

地に集積している。 

 

中心市街地の市域に対する割合 

 中心市街地 

（Ａ） 

唐津市 

（Ｂ） 

割合 

（Ａ／Ｂ） 

面積 1.54k ㎡ 487.54k ㎡ 0.32% 

人口 7,256 人 126,385 人 5.74% 

資料：住民基本台帳（H27.9.1） 

 

○小売商業が集積 

・平成 26 年商業統計調査（売場面積は、平成 24 年経済センサス）に

よる推定値によると、本市の小売業のうち、13.2%の店舗が集積し、

5.5%の年間販売額を有している。 

 

小売商 
業の状況 

 中心市街地 

（Ａ） 

全市 

（Ｂ） 

占有率 

（Ａ／Ｂ） 

店舗数 138 1,049 13.2% 

従業者数（人） 499 6,059 8.2% 

年間販売額 

（百万円） 
4,930 89,030 5.5% 

売場面積（㎡） 
（Ｈ24 年） 

14,560 

（Ｈ24 年） 

167,195 
8.7% 

※中心市街地は、中央商店街、材木町商店街、唐津駅南地区の合計値 

資料：平成 26 年商業統計、平成 24 年経済センサス 
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○公共公益施設の集積 

・中心市街地には、市役所、市民会館、裁判所、税務署、法務局、図

書館等各種の公共公益施設が集積している。また、郵便局や金融機

関などの施設や、各種医療機関も集積している。 

 

 機関名称 

生 活 

・唐津市役所 

・佐賀地方検察庁唐津支部唐津区検察庁 

・佐賀地方裁判所唐津支部 

・唐津郵便局、唐津大名小路郵便局、唐津坊

主町郵便局、唐津大石町郵便局 

・唐津労働基準監督署 

・唐津税務署 

・法務局唐津支局 

・国土交通省九州地方整備局 唐津港湾事務所 

医療・福祉 

・唐津保健福祉事務所 

・唐津年金事務所 

・唐津市障がい者支援センター 

・唐津福祉・就労支援コーナー 

教育・文化 

・唐津市民会館 

・曳山展示場 

・唐津市子育て支援情報センター 

・唐津市民交流プラザ 

・唐津市ふるさと会館アルピノ 

・唐津観光協会 

・唐津市近代図書館 

・埋門ノ館 

・西ノ門館 

・旧高取邸 

・旧唐津銀行 

・唐津城 

・大志小学校 

・唐津幼稚園 

 

 

○公共交通機関の集積 

・中心市街地の中心部に位置する大手口バスセンターの利用者は年間

約 100 万人であり、その南側約 400m に位置するＪＲ唐津駅は年間

約 160 万人の利用があり、市内における主要な交通結節点としての

機能を持っている（p29～31 参照）。 
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第 2 号要件 

 当該市街地の土地利用及

び商業活動の状況等からみ

て、機能的な都市活動の確保

又は経済活力の維持に支障

を生じ、又は生ずるおそれが

あると認められる市街地で

あること 

○人口の減少 

・中心市街地では、平成 21 年から平成 27 年の間に、人口が 3.1％減

少している。世帯数は、平成 21 年から平成 27 年の間に 1.6％減少

している。 

 

中心市街地の人口及び世帯数の推移 

 
平成 21 年 平成 27 年 

増 減 率 

(H21 年比) 

人口 7,485 人 7,256 人 △3.1% 

世帯数 3,385 世帯 3,331 世帯 △1.6% 

世帯員数 2.21 人／世帯 2.18 人/世帯  

資料：国勢調査、住民基本台帳（H27.9.1） 

 

○地価の下落 

・中心市街地の地価は、前計画認定前の平成 21 年から 2 割程度下落

しており、中でも呉服町の下落幅は大きく、29.3％となっている。 

 

地価の推移（円／㎡） 

 平成 21 年 平成 27 年 増 減 率 
(Ｈ21 年比) 

東城内 2－30 70,700 56,000 △20.8％ 

町田 4－7－27 59,000 
47,100 △20.2％ 

呉服町 1807－1 81,500 57,600 △29.3％ 

材木町 2154 75,100 56,900 △24.2％ 

資料：公示地価 
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○小売商業の衰退 

 中心市街地の小売商業は、過去 10 年間で商店数が、41.3%減少して

いる。また、売場面積も 14.4%減少している。 

小売商業の推移 

 平成 16 年 
平成 26 年 
（推定値） 

増減率 

商店数 235 138 △41.3% 

従業者数（人） 792 499 △37.0% 

年間販売額（百万円） 7,929 4,930 △37.8% 

売場面積（㎡） 17,014 
（Ｈ24 年） 

14,560 
△14.4% 

※中心市街地は、中央商店街、材木町商店街、唐津駅南地区の合計値 

資料：平成 16、26 年商業統計、平成 24 年経済センサス 

 

○差別化の進む歩行者通行量 

 中心市街地内の歩行者通行量も平成 8 年から平成 21 年の間に大幅

に減少していた。前計画の取組により、全体の歩行者量は持ち直して

きているが、以前として歩行者量の減少の進む商店街が見られる。 

※平成 27 年は、調査時、呉服町商店街においてアーケード撤去に

伴う水道工事等が行われており減少している。 
中心市街地の歩行者通行量（10 地点計） 

調査地 平成 8 年 平成 21年 平 
26 年 平成 27年 
増減率 

(H21 年比) 

平日通行量 24,578人 7,694 人 8,280 人 7,648 人 99.4％ 

休日通行量 21,760人 4,672 人 6,148 人 5,736 人 122.8％ 

 

  
Ｈ２１ Ｈ２７ 

平日 休日 平均 平日 休日 平均 

①池田屋呉服店前 1,160  768  1,048  960  1,026  979  

⑩牟田たばこ前 612  386  547  1,364  758  1,191  

北側の通行量 1,772  1,154  1,595  2,324  1,784  2,170  

②まいづる駐車場前 702  414  620  748  346  633  

③ガレージボックス前 590  258  495  624  214  507  

④やすけ寿司前 560  376  507  452  238  391  

西側の通行量 1,852  1,048  1,622  1,824  798  1,531  

⑤ヤマトヤ前 1,530  760  1,310  1,404  1,292  1,372  

⑥AAA 前（島田洋服店） 848  784  830  694  688  692  

南側の通行量 2,378  1,544  2,140  2,098  1,980  2,064  

⑦伊織工房前 592  416  542  464  436  456  

⑧高徳寺前 342  166  292  250  192  233  

⑨前田陶器前 758  344  640  688  546  647  

東側の通行量 1,692  926  1,473  1,402  1,174  1,337  

合 計 7,694  4,672  6,831  7,648  5,736  7,102  

         
 Ｈ２１年比増:   Ｈ２１年比減:   

資料：唐津市資料 



64 

第 3 号要件 

 当該市街地における都市

機能の増進及び経済活力の

向上を総合的かつ一体的に

推進することが、当該市街地

の存在する市町村及びその

周辺の地域の発展にとって

有効かつ適切であると認め

られること 

 中心市街地の活性化は、上位計画である唐津市総合計画等との整合

性を図りながら進めることとしており、中心市街地の活性化を通じ

て、唐津市全体にその波及効果を及ぼし、市全体の活力向上につなが

るものである。 

 

 

（1）「第 2 次唐津市総合計画」（平成 27～令和 6 年） 

 本市の第 2 次総合計画において、中心市街地について以下のように

計画されている。 

 

将来都市構造の基本イメージ 

高次都市機能を有する都市中心拠点、コンパクト

で充実した地域生活拠点を中心に、各地域が国県市

道や鉄道等による環状・放射ネットワークにより、

有機的に連携・交流し、都市全体として一体感のあ

る都市構造を形成します。 

 

 

 

 

（2）「唐津市都市計画マスタープラン」（平成 22～令和 12 年） 

都市計画マスタープランでは、重点方針の中で、中心市街地活性

化について以下のように計画づけられている。 

 

重点方針 1 

「唐津の顔」となる賑わいあふれる魅力ある中心市街地

の再生を推進します。 

 

 再開発事業の促進や歴史・文化的資源等の活用による魅

力ある「唐津の顔」の形成、および中心部の賑わいを回復

させる街なか居住の推進などにより、賑わいあふれる魅力

ある中心市街地の再生を図ります。 
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3．中心市街地の活性化の目標 

［1］唐津市中心市街地活性化の目標 

  中心市街地活性化の目標は、中心市街地の基本的な方針に基づき、当該地域の活性化を計画的に

進めていくための指針として、以下の 2 つを設定する。 

 

 目標① 賑わいあふれる魅力ある商業の創出  

唐津駅～商店街～バスセンターをまちなか骨格軸と位置づけ、商店街リニューアルを契機と

した新たな誘客・消費を促す施設整備・空き店舗誘致・ブランディングと周辺地域の一体的な

開発・都市機能の重点配置を行うことにより、まちなかの満足度を創出し、賑わい効果の見え

る中心部の核を目指すことで、賑わいあふれる魅力ある商業の創出を目指す。 

 

 目標② 訪れたくなる魅力ある観光の創出  

唐津特有の歴史的建物・町並みが多く残るエリアを新たに区域に追加し、歴史的な建物の改

修・利活用、空家・遊休資産の利活用、唐津焼等の歴史・文化資産の再生によるリノベーショ

ンを通じて「歴史・文化に新たな価値」を生み出し、観光客、起業家、移住者の受入れを通じ

て、訪れたくなる魅力ある観光の創出を目指す。 
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［2］計画期間 

本基本計画の計画期間は、平成 28 年 4 月から、主要な事業への着手及び事業実施効果が現れると

考えられる令和 3 年 3 月までの 5 年とする。 

［3］数値目標の設定 

本計画で設定した中心市街地活性化の 3 つの目標の達成状況を的確に把握するとともに、定期的に

フォローアップが可能な指標であることを前提に、数値目標を設定し、目標の達成状況を進行管理す

る。 

 

（１） 定量的な指標の設定 
 

 目標①『賑わいあふれる魅力ある商業の創出』に関する目標指標 

都市計画の土地利用誘導による都市機能の集積と商店街の活性化施策との連携によって、中

心商業地の総合的な賑わいの形成に取り組み、堅強な商業基盤の形成を進めることにより、商

店街の空き店舗の解消を進める。 

      指標 1 商店街空き店舗率 

      平成 26 年：22.77％ ⇒ 令和 2 年：16.69％   6.08％減 

より魅力ある中心市街地にしていくためには、来街者の満足度を上げていくことが不可欠で

ある。そのためには、ニーズ調査によるアンケートでの市民の意見に対応した施策を実施する

ことで来街者満足度の増加を目指す。 

      指標 2 来街者満足度 

      平成 27 年：19.43％ ⇒ 令和 2 年：32.53％  13.10％増 

 

 目標②『訪れたくなる魅力ある観光の創出』に関する数値目標 

唐津中心市街地に残る豊富な歴史・文化資源を最大限活用し、それらのリノベーションを通

じて「歴史・文化に新たな価値」を生み出し、観光客等の増加に繋げ、観光施設入場者数の増

加を目指す。 

      指標 3 中活エリア内観光施設入り込み客数 

      平成 26 年：314,130 人 ⇒ 令和 2 年：339,551 人  25421 人増 
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（2）目標数値の設定 

【目標①『賑わいあふれる魅力ある商業の創出』】 

指標 1 商店街空き店舗率  

 ①数値目標 

   中心市街地内に点在する核施設や交通施設等の主要拠点間の連携強化を図ることで、市街地内

の回遊性を高め、商店街の通行量の増加による出店機会の推進を図るものである。 

   商店街の空き店舗率は、商店街が毎年行っている空き店舗調査の結果に基づき計測を行う。 

  

 

 

     資料：佐賀県資料 

 

 ②数値目標設定の考え方 

  1）空き店舗率の実績数値 

   中心市街地内の 4 商店街（唐津中央商店街）のうち、呉服町商店街と京町商店街の空き店舗率

の増加傾向が顕著であり、今後もこの増加傾向が見込まれ、令和 2 年には空き店舗率は 28％を上

回ることが予測される。 

    Y=0.487X+12.71     Y=空店舗率  X=年度 

 

 

 

                               資料：佐賀県資料 

 

■空き店舗率 

現況数値 

22.77％ 

（平成 26 年） 

目標数値 

16.69％ 

（令和 2 年） 
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2）事業実施による空き店舗の削減見込み 

A. 新天町パティオ街区再開発事業による空き店舗の削減 

新天町パティオ街区再開発事業において新たなテナントとして 

11 店の新たな出店が予定されている。         店舗配置（案） 

唐津中央商店街の全店舗数（H26）224 店

舗であるため、4.91％の空き店舗の削減が

見込まれる。 

 

唐津市中心市街地商業活性化診断・サポ

ート事業Ｐ型  

実施報告書平成 25 年 3 月 

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構九州本部 

 

Ｂ．呉服町商店街ファサード整備事業による空き店舗の削減 

  呉服町商店街では、アーケードの老朽化が進み、撤去するか、改修するかの議論の中、商店街

では、これからの商店街について、２年にわたり議論が行われた。 

  その結果、撤去することで、後々の負担を軽減し、新規出店者、創業者の負担を軽減すること

が、これからの商店街としては先決ではないかとの判断で撤去するとともに、新たなまちづくり

についての議論が始まった。 

  その中で、中町商店街の事例を参考にファサード整備について検討がなされた。 

  そこで、呉服町商店街では、「五福の縁結び通り」をコンセプトにさまざまな福を結びつける

ことで、賑わいを創出することにしており新たな商空間の形成のため実施するもので商店街とし

ても、これを契機にリニューアルイベント、空き店舗対策事業を実施することにしている。 

  空き店舗対策の今後の方針 

   商店街にある空き店舗の状況調査及びオーナーの情報を収集する。 

   空き店舗を利用した月１回の「縁結び市」を開催。 

      ・お試し出店の機会を多く作り、出店者のネットワークを構築。 

   オーナーとの家賃交渉、 

      ・「縁結び市ネットワーク」とのマッチング 

   業種間の縁結び、 

      ・コラボ商品の開発など、専門家の支援を仰ぎながら、新たな賑わいの 

      創出に向けた取り組みを行う。 

   など、これまでに無い取り組みを実施。 
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  これらのことにより、毎年３店舗解消することで、現在呉服町商店街での空き店舗率５０％を

５年後には、２０％まで削減する。（３店舗×５年＝１５店舗） 

唐津中央商店街の全店舗数（H２６）２２４店舗であるため、６．７０％の空き店舗の削減が

見込まれる。 

 

 

3）数値目標の積み上げ 

 中心市街地における主要な活性化施策によって、平成 32 年には商店街空き店舗率は以下のよ

うに見込まれる。 

項  目 空き店舗率 

商店街空き店舗率（令和 2 年予測値） 28.30％ 

活性化施策 

 Ａ．新天町パティオ街区再開発事業による空き店舗の削減 ‐4.91％ 

 Ｂ．呉服町商店街ファサード整備事業による空き店舗の削

減  

‐6.70％ 

合 計（R2 年商店街空き店舗率） 16.69％ 

 

② フォローアップの考え方 

毎年 10 月に実施される唐津中央商店街の空き店舗調査によって空き店舗率を把握する。空き

店舗調査の結果を踏まえ、事業進捗及び目標達成状況を分析し活性化施策の追加等について検討

を行う。 
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指標 2 来街者満足度  

 ①数値目標 

   中心市街地内に点在する商店街の魅力の向上や情報発信、交流機能の強化を図ることで、来街

者にとっての商店街への満足度の向上を図るものである。 

   来街者満足度は、市が実施する来街者動向調査より計測を行う。 

  

 

 

     出典：唐津中央商店来街動向調査 

 

 ②数値目標設定の考え方 

 1）来街者満足度の実績数値 

   唐津中央商店来街動向調査では、満足・やや満足と回答された方の割合は、増加傾向にあり、

平成 27 年時点で 19.43％となっている。前計画における中心市街地活性化の効果が一定程度出て

きているため増加傾向にあるが、依然として低い数値であるため、新計画においては、この来街

者満足度を向上させることを目標の 1 つとしたい。 

 

  
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

平日 休日 計 平日 休日 計 平日 休日 計 

①不満足 23  9  133  11  26  107  19  19  133  

②やや不満足 84  70  560  66  67  464  70  64  478  

③ふつう 86  69  568  127  104  843  94  94  658  

④やや満足 7  13  61  28  28  196  36  23  226  

⑤満足 5  3  31  11  4  63  12  10  80  

合計（①～⑤） 205  164  1,353  243  229  1,673  231  210  1,575  

計（④と⑤） 

  

92 

  

259 

 

306 

割 合 6.80% 15.48% 19.43% 

（唐津中央商店街来街動向調査：設問 6「中心市街地に対する満足度」回答結果） 

 

 

 

 

現況数値 

19.43％ 

（平成 27 年） 

目標数値 

32.53％ 

（令和 2 年） 
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2）事業実施による来街者満足度の見込み 

A）新天町パティオ街区再開発事業による増加見込み 

   平成 25 年度実施の唐津中央商店街来街動向調査では、平日 221 人、休日 220 人に対してアン

ケートを実施し、設問 5「中心市街地に求める機能」において平日 259、休日 251 の回答を得た。 

 この中で来街者が商店街及び中心市街地へ求める店舗・機能として、「休憩施設」といった滞

在型の施設を要望する方の割合が平日・休日を平均して 5.6％であった。新天町パティオ街区再

開発事業では、地域とのつながり、分野とのつながりと交流を生み出す滞在型空間をつくり出し、

賑わいと回遊性の向上を図る事業であり、本事業によって「休憩施設」を希望する方の来街者満

足度の上昇が見込まれる。 

 

項目 平日 休日 平日・休日平均 

休憩施設 14
 5.4% 15 6.0% 100 5.6% 

合計 259 100% 251
 100% 1,797 100% 

  （H25 年度唐津中央商店街来街動向調査：設問 5「中心市街地に求める機能」回答結果） 

 

 

(平日回答） 
   

(休日回答） 
  

無料駐車場 55 21%  無料駐車場 46 18% 

飲食施設（昼） 33 13%  飲食施設（昼） 39 16% 

飲食施設（夜） 8 3% 
 

飲食施設（夜） 13 5% 

カフェ 24 9%  カフェ 33 13% 

ブティック 8 3%  ブティック 5 2% 

八百屋・直売所 19 7% 
 

八百屋・直売所 9 
4% 

美術館・ 
ギャラリー 7 3%  美 
館館・ギャラリー 5 2% 

映画館 15 6%  映画館 21 8% 

住宅・マンション 0 0% 
 

住宅・マンション 1 0% 

イベントスペース 7 3%  イベントスペース 1 0% 

学習施設 2 1%  学習施設 1 0% 

本 屋 21 8% 
 

本 屋 29 12% 

日用品・雑貨 23 9%  日用品・雑貨 16 6% 

お土産屋 6 2%  お土産屋 9 4% 

休憩施設 14 5% 
 

休憩施設 
15 6% 

託 
児所・ 
育児施設 2 1%  託児所・育児施設 
2 1% 

介護・福祉施設 2 1%  介護 
・福祉施設 0 0% 

その他 13 5% 
 

その他 6 2% 

合 計 259 100% 
 

合 計 251 100% 
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B）呉服町商店街ファサード整備事業による増加見込み 

   平成 25 年度実施の唐津中央商店街来街動向調査では、商店街及び中心市街地への改善要望で

は、アーケードに関する要望（撤去して欲しい、さみしい、寂しい・暗いイメージ）と回答され

た方は、自由回答で平日・休日平均で 8.5％であった。呉服町商店街ファサード整備事業により

修景による中央商店街の通りのイメージを向上させることにより、来街者満足度の向上が見込ま

れる。 

 
平日 休日 平均 

アーケードは外してほしい 3 2.2%   0.0% 15 1.5% 

アーケードはさみしい、寂し

い・暗いイメージ 
10 7.5% 9 6.0% 68 7.0% 

合計 134 100.0% 151 100.0% 972 100.0% 

（H25 年度唐津中央商店街来街動向調査：設問 5「中心市街地に対する改善要望」回答結果） 

 

アンケートが自由回答であることから、アンケート対象人数（1,545 人）を考慮すると 

  8．5％×（972/1,545）＝5．3％ 

 

（平日回答結果）    
駐車場に関する要望（回答数 17） 商店街に欲しい店舗についての要望（飲食）（回答数 15） 

無料駐車場を作ってほしい 10 カフェ 4 

駐車場がほしい 5 飲食施設 3 

駐車場が小さい・狭い 2 おしゃれなランチができる場所 2 

交通アクセスに関する要望（回答数 3） 立ち飲みができる場所 2 

交通アクセスが不便 2 軽食・デザート 2 

場所が分かりづらい 1 お弁当屋さん 1 

バスに関する要望（回答 
数 6） お年寄りが入れる場所 1 

バスが危ない 3 商店街に欲しい店舗についての要望（物販）（回答 
数 19） 

バスの便が少ない 2 雑貨（雑貨：2、帽子・手袋：2、若い人向け：2） 6 

場所が分かりづらい 1 お土産 5 

アーケードに関する要望（回答数 7） 洋服（大きいサイズ、おしゃれ、個性的） 3 

アーケードは外してほしい 3 食料品の販売（パン：1、野菜：2） 3 

アーケードは外さないでほしい 2 本屋 2 

車が通るようにしてほしい 1 滞在型施設・日常利用する施設の要望（回答数 10） 

一方通行を無くしてほしい 1 
休憩スペース 3 

商店街の店舗に関する要望（回答数 27）   子どもが遊べる・預けることのできる場所 2 

空き店舗が目立つ 10 映画館 2 

接客態度が悪い（笑顔・挨拶がない、態度が悪い） 5 ギャンブル 2 

値段が高い（物価、家賃） 3 郵便局 1 

営業時間を改善してほしい（閉店時間が早い） 2 その他、感想・要望（回答数 30） 

休日に営業してほしい 2 アーケードは寂しい・暗いイメージ 10 

品物を増やしてほしい 1 アーケードに行く目的がない、利用し 
ない 9 

新しいことをしてほしい 1 活気がほしい 5 

PR をしてほしい 1 通るだけ 
3 

イベントを増やしてほしい 2 変わらないと思う・何も求めない 3 
    
  合計 134 
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（休日回答結果）    
駐車場に関する要望（回答数 9） 商店街に欲しい店舗についての要望（飲食）（回答数 26） 

駐車場がほしい 5 飲食施設 10 

無料駐車場がほしい 4 カフェ 7 

交通アクセスに関する要望（回答数 6） 休日の飲食店 2 

交通アクセスが不便 1 軽食 2 

公共交通の利便性の向上（待ち時間が長い） 
1 こどもを連れて来れる 
飲食店 1 

道が狭い 1 うどん屋さん 1 

安い乗り合いタクシーがほしい 1 イカが食べられるお店 1 

無料タクシーがほしい 1 飲食店を探すのに時間がかかる 1 

バスセンターの入口が分かりづらい 1 食べ歩きできるまち 1 

アーケードに関する要望（回答数 2） 商店街に欲しい店舗についての要望（物販）（回答数 9） 

アーケードはさみしい 1 本屋 2 

アーケードは外さないでほしい 1 大型ショップ 2 

商店街の店舗に関する要望（回答数 56） お土産（唐津焼等） 
2 

空き店舗が目立つ 14 雑貨 
2 

休日に営業してほしい 14 朝市 1 

品揃え、買う物がない 6 滞在型施設・日常利用する施設の要望（回答数 19） 

若い人が入れる場所 5 休憩スペース 6 

営業時間を改善してほしい 5 イスやベンチがほしい 3 

店が少ない 3 観光案内所 3 

城下町をもっと PR してほしい 2 トイレが汚い 2 

イベントを増やしてほしい 2 子どもの遊ぶスペース 2 

お店に気軽に入りづらい 2 ゲームセンター 2 

女性一人でも入れるお店 1
 映画館 1 

接客態度を 
改善してほしい 1 その他、感想・要望（回 
答数 
24） 

ゴミのない町 1 アーケードは寂しい・暗いイメージ 8 

  
古い・さびれたイメージ 6 

  
どおしても福岡に行く 5 

  商店街に来ない、買い物しない・わからない 3 

  
通り道 1 

  
帰郷したらすごく変わっていて(悪い方向に)残念 1 

    

  合計 151 

 

C）空き店舗チャレンジ誘致事業による増加見込み 

   平成 25 年度実施の唐津中央商店街来街動向調査では、商店街及び中心市街地への改善要望で

は、空き店舗に関する要望（空き店舗が目立つ）と回答された方は、自由回答で平日・休日平均

で 8％であった。中心市街地活性化基本計画において、6.08％の空店舗の改善を見込んでおり、

空き店舗の改善は中央商店街において活性化に向けた大きな課題であることから、来街者満足度

に一定程度寄与するものと考えられる。 

 

 
平日 休日 平均 

空き店舗が目立つ 10 7.5% 14 9.3% 78 8.0% 

合計 134 100.0% 151 100.0% 972 100.0% 

（H25 年度唐津中央商店街来街動向調査：設問 5「中心市街地に対する改善要望」回答結果） 
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（平日回答結果） 
   

駐車場に関する要望（回答数 17） 
 商店街に欲しい店舗についての要望（飲食）（回答数 15） 

無料駐車場を作ってほしい 10 カフェ 4 

駐車場がほしい 5 飲食施設 3 

駐車場が小さい・狭い 2 おしゃれなランチができる場所 2 

交通アクセスに関する要望（回答数 3） 立ち飲みができる場所 2 

交通アクセスが不便 2 軽食・デザート 2 

場所が分かりづらい 1 お弁当屋さん 1 

バスに関する要望（回答数 6） お年寄りが入れる場所 1 

バスが危ない 3 商 
街 
欲しい店舗についての要 
（ 
販）（回答数 19） 

バスの便が少ない 2 雑貨（雑貨：2、帽子・手袋：2、若い人向け：2） 6 

場所が分かりづらい 1 お土産 5 

アーケードに関する要望（回答数 7） 洋服（大きいサイズ、おしゃれ、個性的） 3 

アーケードは外してほしい 3 食料品の販売（パン：1、野菜：2） 3 

アーケードは外さないでほしい 2 本屋 2 

車が通るようにしてほしい 1 滞在型施設・日常利用する施設の要望（回答数 10） 

一方通行を無くしてほしい 1 休憩スペース 3 

商店街の店舗に関する要望（回答数 27）   子どもが遊べる・預けることのできる場所 2 

空き店舗が目立つ 10 映画館 2 

接客態度が悪い（笑顔・挨拶がない、態度が悪い） 5 ギャンブル 2 

値段が高い（物価、家賃） 3 郵便局 1 

営業時間を改善してほしい（閉店時間が早い） 2 その他、感想・要望（回答数 30） 

休日に営業してほしい 2 アーケードは寂しい・暗いイメージ 10 

品物を増やしてほしい 1 アーケードに行く目的がない、利用しない 9 

新しいことをしてほしい 1 活気がほしい 5 

PR をしてほしい 1 通るだけ 3 

イベントを増やしてほしい 2 変わらないと思う・何も求めない 3 

    

  
合計 134 

 

（休日回答結果） 
   

駐車場に関する要望（回答数 9） 商店街に欲しい店舗についての要望（飲食）（回答数 26） 

駐車場がほしい 5 飲食施設 10 

無料駐車場がほしい 4 カフェ 7 

交通アクセスに関する要望（回答数 6） 休日の飲食店 2 

交通アクセスが不便 1 軽食 2 

公共交通の利便性の向上（待ち時間が長い） 1 こどもを連れて来れる飲食店 1 

道が狭い 1 うどん屋さん 1 

安い乗り合いタクシーがほしい 1 イカが食べられるお店 1 

無料タクシーがほしい 1 飲食店を探すのに時間がかかる 1 

バスセンターの入口が分かりづらい 1 食べ歩きできるまち 1 

アーケードに関する要望（回答数 2） 商店街に欲しい店舗についての要望（物販）（回答数 9） 

アーケードはさみしい 1 本屋 2 

アーケードは外さないでほしい 1 大型ショップ 2 

商店街の店舗に関する要望（回答数 56） お土産（唐津焼等） 2 

空き店舗が目立つ 14 雑貨 2 

休日に営業してほしい 14 朝市 1 

品揃え、買う物がない 6 滞在型施設・日常利用する施設の要望（回答数 19） 

若い人が入れる場所 5 休憩スペース 6 

営業時間を改善してほしい 5 イスやベンチがほしい 3 
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店が少ない 3 観光案内所 3 

城下町をもっと PR してほしい 2 トイレが汚い 2 

イベントを増やしてほしい 2 子どもの遊ぶスペース 2 

お店に気軽に入りづらい 2 ゲームセンター 2 

女性一人でも入れるお店 1 映画館 1 

接客態度を改善してほしい 1 その他、感想・要望（回答数 24）   

ゴミのない町 1 アーケードは寂しい・暗いイメージ 8 

  
古い・さびれたイメージ 6 

  
どおしても福岡に行く 5 

  商店街に来ない、買い物しない・わからない 3 

  
通り道 1 

  
帰郷したらすごく変わっていて(悪い方向に)残念 1 

    
  合計 151 

 

D）バスの乗り方教室の実施による増加見込み 

   平成 25 年度実施の唐津央商店街来街動向調査では、商店街及び中心市街地への改善要望では、

バスに関する要望（バスが危ない、場所が分かりづらい）と回答された方は、自由回答で平日・

休日平均で 2.2％であった。今後、各地でバスの乗り方教室を実施していくことで、バスへの理

解また、利用者の要望がバス会社にもつたわることで、より一層利便性が向上することにより来

街者満足度の向上が見込まれる。さらに、低床バスの導入や、バスセンターでのイベントの実施

によっても満足度が向上すると見込まれる。 

 
平日 休日 平均 

バスが危ない 3 2.2%   15 1.5% 

場所が分かりづらい、バスセン

ターの入口が分かりづらい 
1 0.7% 1 0.6% 7 0.7% 

合計 134 100.0％ 151 100.0％ 972 100.0％ 

（H25 年度唐津中央商店街来街動向調査：Q5「中心市街地に対する改善要望」回答結果） 

アンケートが自由回答であることから、アンケート対象人数（1,545 人）を考慮すると 

  2．2％×（972/1,545）＝1．4％ 

（平日回答結果）    
駐車場に関する要望（回答数 17） 商店街に欲しい店舗についての要望（飲食）（回答数 15） 

無料駐車場を作ってほしい 10 カフェ 4 

駐車場がほしい 5 飲食施設 3 

駐車場が小さい・狭い 2 おしゃれなランチができる場所 2 

交通アクセスに関する要望（回答数 3） 立ち飲みができる場所 2 

交通アクセスが不便 2 軽食・デザート 2 

場所が分かりづらい 1 お弁当屋さん 1 

バスに関する要望（回答数 6） お年寄りが入れる場所 1 

バスが危ない 3 商店街に欲しい店舗についての要望（物販）（回答数 19） 

バスの便が少ない 2 雑貨（雑貨：2、帽子・手袋：2、若い人向け：2） 6 

場所が分かりづらい 1 お土産 5 

アーケードに関する要望（回答数 7） 洋服（大きいサイズ、おしゃれ、個性的） 3 

アーケードは外してほしい 3 食料品の販売（パン：1、野菜：2） 3 
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アーケードは外さないでほしい 2 本屋 2 

車が通るようにしてほしい 1 滞在型施設・日常利用する施設の要望（回答数 10） 

一方通行を無くしてほしい 1 休憩スペース 3 

商店街の店舗に関する要望（回答数 27）   子どもが遊べる・預けることのできる場所 2 

空き店舗が目立つ 10 映画館 2 

接客態度が悪い（笑顔・挨拶がない、態度が悪い） 5 ギャンブル 2 

値段が高い（物価、家賃） 3 郵便局 1 

営業時間を改善してほしい（閉店時間が早い） 2 その他、感想・要望（回答数 30） 

休日に営業してほしい 2 アーケードは寂しい・暗いイメージ 10 

品物を増やしてほしい 1 アーケードに行く目的がない、利用しない 9 

新しいことをしてほしい 1 活気がほしい 5 

PR をしてほしい 1 通るだけ 3 

イベントを増やしてほしい 2 変わらないと思う・何も求めない 3 

    

  
合計 134 

 

（休日回答結果）    
駐車場に関する要望（回答数 9） 商店街に欲しい店舗についての要望（飲食）（回答数 26） 

駐車場がほしい 5 飲食施設 10 

無料駐車場がほしい 4 カフェ 7 

交通アクセスに関する要望（回答数 6） 休日の飲食店 2 

交通アクセスが不便 1 軽食 2 

公共交通の利便性の向上（待ち時間が長い） 1 こどもを連れて来れる飲食店 1 

道が狭い 1 うどん屋さん 1 

安い乗り合いタクシーがほしい 1 イカが食べられるお店 1 

無料タクシーがほしい 1 飲食店を探すのに時間がかかる 1 

バスセンターの入口が分かりづらい 1 食べ歩きできるまち 1 

アーケードに関する要望（回答数 2） 商店街に欲しい店舗についての要望（物販）（回答数 9） 

アーケードはさみしい 1 本屋 2 

アーケードは外さないでほしい 1 大型ショップ 2 

商店街の店舗に関する要望（回答数 56）   お土産（唐津焼等） 2 

空き店舗が目立つ 14 雑貨 2 

休日に営業してほしい 14 朝市 1 

品揃え、買う物がない 6 滞在型施設・日常利用する施設の要望（回答数 19） 

若い人が入れる場所 5 休憩スペース 6 

営業時間を改善してほしい 5 イスやベンチがほしい 3 

店が少ない 3 観光案内所 3 

城下町をもっと PR してほしい 2 トイレが汚い 2 

イベントを増やしてほしい 2 子どもの遊ぶスペース 2 

お店に気軽に入りづらい 2 ゲームセンター 2 

女性一人でも入れるお店 1 映画館 1 

接客態度を改善してほしい 1 その他、感想・要望（回答数 24）   

ゴミのない町 1 アーケードは寂しい・暗いイメージ 8 

  古い・さびれたイメージ 6 

  
どおしても福岡に行く 5 

  商店街に来ない、買い物しない・わからない 3 

  通り道 1 

  
帰郷したらすごく変わっていて(悪い方向に)残念 1 

    

  
合計 151 
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E）子育て支援拠点事業による増加の見込み 

   前計画において、唐津大手口街区優良建築物等整備事業において整備した「大手口センタービ

ル」の 3 階に唐津市民交流プラザを整備した。この一画に子育て支援施設を設置したが、より市

民のニーズにこたえるため、新計画では、子育てのしやすい環境の充実を図るため新たに子育て

支援拠点事業を実施する。 

   平成 25 年度実施の唐津中央商店街来街動向調査では、商店街及び中心市街地への改善要望で

は、子どもが遊べる・預けることの出来る場所と回答された方は、自由回答で平日・休日平均で

8.5％であった。呉服町商店街ファサード整備事業により修景による中央商店街の通りのイメー

ジを向上させることにより、来街者満足度の向上が見込まれる。 

 
平日 休日 平均 

子どもが遊べる・預けることの

出来る場所・スペース 
2 1.5% 2 1.3% 14 1.4% 

合計 134 100.0% 151 100.0% 972 100.0% 

（H25 年度唐津中央商店街来街動向調査：設問 5「中心市街地に対する改善要望」回答結果） 

アンケートが自由回答であることから、アンケート対象人数（1,545 人）を考慮すると 

  1．4％×（972/1,545）＝0．8％ 

 

 

（平日回答結果） 
   

駐車場に関する要望（回答数 17） 商店街に欲しい店舗についての要望（飲食）（回答数 15） 

無料駐車場を作ってほしい 10 カフェ 4 

駐車場がほしい 5 飲食施設 3 

駐車場が小さい・狭い 2 おしゃれなランチができる場所 2 

交通アクセスに関する要望（回答数 3） 立ち飲みができる場所 2 

交通アクセスが不便 2 軽食・デザート 2 

場所が分かりづらい 1 お弁当屋さん 1 

バスに関する要望（回答数 6） お年寄りが入れる場所 1 

バスが危ない 3 商店街に欲しい店舗についての要望（物販）（回答数 19） 

バスの便が少ない 2 雑貨（雑貨：2、帽子・手袋：2、若い人向け：2） 6 

場所が分かりづらい 1 お土産 5 

アーケードに関する要望（回答数 7） 洋服（大きいサイズ、おしゃれ、個性的） 3 

アーケードは外してほしい 3 食料品の販売（パン：1、野菜：2） 3 

アーケードは外さないでほしい 2 本屋 2 

車が通るようにしてほしい 1 滞在型施設・日常利用する施設の要望（回答数 10） 

一方通行を無くしてほしい 1 休憩スペース 3 

商店街の店舗に関する要望（回答数 27） 子どもが遊べる・預けることのできる場所 2 

空き店舗が目立つ 10 映画館 2 

接客態度が悪い（笑顔・挨拶がない、態度が悪い） 5 ギャンブル 2 

値段が高い（物価、家賃） 3 郵便局 1 

営業時間を改善してほしい（閉店時間が早い） 2 その他、感想・要望（回答数 30） 

休日に営業してほしい 2 アーケードは寂しい・暗いイメージ 10 

品物を増やしてほしい 1 アーケードに行く目的がない、利用しない 9 
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新しいことをしてほしい 1 活気がほしい 5 

PR をしてほしい 1 通るだけ 3 

イベントを増やしてほしい 2 変わらないと思う・何も求めない 3 
    

  合計 134 

 

（休日回答結果） 
   

駐車場に関する要望（回答数 9） 商店街に欲しい店舗についての要望（飲食）（回答数 26） 

駐車場がほしい 5 飲食施設 10 

無料駐車場がほしい 4 カフェ 7 

交通アクセスに関する要望（回答数 6） 休日の飲食店 2 

交通アクセスが不便 1 軽食 2 

公共交通の利便性の向上（待ち時間が長い） 1 こどもを連れて来れる飲食店 1 

道が狭い 1 うどん屋さん 1 

安い乗り合いタクシーがほしい 1 イカが食べられるお店 1 

無料タクシーがほしい 1 飲食店を探すのに時間がかかる 1 

バスセンターの入口が分かりづらい 1 食べ歩きできるまち 1 

アーケードに関する要望（回答数 2） 商店街に欲しい店舗についての要望（物販）（回答数 9） 

アーケードはさみしい 1 本屋 2 

アーケードは外さないでほしい 1 大型ショップ 2 

商店街の店舗に関する要望（回答数 56） お土産（唐津焼等） 2 

空き店舗が目立つ 14 雑貨 2 

休日に営業してほしい 14 朝市 1 

品揃え、買う物がない 6 滞在型施設・日常利用する施設の要望（回答数 19） 

若い人が入れる場所 5 休憩スペース 6 

営業時間を改善してほしい 5 イスやベンチがほしい 3 

店が少ない 3 観光案内所 3 

城下町をもっと PR してほしい 2 トイレが汚い 2 

イベントを増やしてほしい 2 子どもの遊ぶスペース 2 

お店に気軽に入りづらい 2 ゲームセンター 2 

女性一人でも入れるお店 1 映画館 1 

接客態度を改善してほしい 1 その他、感想・要望（回答数 24） 

ゴミのない町 1 アーケードは寂しい・暗いイメージ 8 

  
古い・さびれたイメージ 6 

  どおしても福岡に行く 5 

  
商店街に来ない、買い物しない・わからない 3 

  
通り道 1 

  帰郷したらすごく変わっていて(悪い方向に)残念 1 
    

  合計 151 
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3）数値目標の積み上げ 

 中心市街地における主要な活性化施策によって、令和 2 年には来街者満足度の改善は以下のよ

うに見込まれる。 

項  目 顧客満足度 

顧客満足度（平成 27 年現在） 19.43％ 

活性化施策 

 Ａ．新天町パティオ街区再開発事業による増加 +5.6％ 

Ｂ．呉服町商店街ファサード整備事業による増加  +5.3％ 

Ｃ．空き店舗チャレンジ誘 
事業による増加 +α 

Ｄ.バスの乗り方教室の実施による増加 +1.4％ 

Ｅ. 子育て支援拠点事業の実施による増加 +0.8％ 

合 計（R2 年顧客満足度） 32.53％ 

 

③ フォローアップの考え方 

毎年 5 月に実施される唐津中央商店来街動向調査によって来街者満足度を把握する。唐津中央商

店来街動向調査の結果を踏まえ、事業進捗及び目標達成状況を分析し活性化施策の追加等について

検討を行う。 

 

 

【目標②『訪れたくなる魅力ある観光の創出』】 

指標 3 中活エリア内の観光施設入り込み客数  

 ①数値目標 

   中心市街地内の魅力を高めることにより、観光施設入場者数の増加を図るものである。 

   観光施設入場者数は、担当課の計測データにより把握を行う。 

  

 

 

     出典：市観光課調べ 

 

 

 

 

 

 

現況数値 

314,130 人 

（平成 26 年） 

目標数値 

339,551 人 

（令和 2 年） 
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 ②数値目標設定の考え方 

 1）観光施設入場者数の実績数値 

   観光施設入場者数は、平成 26 年に増加が見られ、全体の推移は前計画認定以降増加傾向にあ

る。平成 26 年には、314,130 人となっており、前計画の効果が伺える。 

 

 

2）事業実施によるによる観光客数の増加見込み 

Ａ．呉服町商店街ファサード整備事業による観光客数の増加見込み 

   指標 1「商店街空き店舗率」で述べたとおり、平成 16 年から平成 20 年にかけて「中町通り

景観形成事業」を実施したことにより、平成 22 年から平成 27 年の 5 年間で歩行者通行量が 423

人（増加率 1.20 倍）増加した。 

新計画期間においては、呉服町商店街において同規模以上の「呉服町商店街ファサード整備

事業」が予定されており、少なくとも同程度の歩行者通行量の増加があると仮定すると、平成

27 年から令和 2 年の 5 年間で、776 人（増加率 1．20 倍）の増加が見込まれる。 

また、平成 25 年度に実施した来街者ア 

ンケート調査（休日調査）によると、観光

目的の来街者は全体の 12％であった。 

よって、新規で増加する通行人 776 人の

うち 12％が観光施設に訪れると仮定する

と 93 人の観光施設入場者数の増加を見込

むことができる。 
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■中町商店街景観形成事業による歩行者量の変化 

平日 休日 平均 平日 休日 平均

⑦伊織工房前 464 828 568 464 436 456

⑧高徳寺前 266 142 231 250 192 233

⑨前田陶器前 412 676 487 688 546 647

⑩牟田たばこ前 906 600 819 1,364 758 1,191

合計 2,048 2,246 2,105 2,766 1,932 2,528

Ｈ２２ Ｈ２７

増加人数：423人 増加率1.20
 

■呉服町商店街ファサード整備事業による歩行者量の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 25 年度中心市街地活性化基本計画指標等調査 来街者アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Ｂ．城内地区・曳山通り景観まちづくり事業による増加見込み 

    本事業は、景観条例の制定により美しい町並みの保全・誘導を図るものであり、中町通り商

店街が実施した景観形成事業と同様に効果が見込まれる。 

    市全体の H27 年における市全体の推定新築・増築件

数は、それぞれ 424 件、25 件である。市全体の宅地面

積 2,111ｈａに対し、中心市街地面積は 154ｈａである

ことから、Ｈ27 年における中心市街地における推定新

築・増築件数は、それぞれ 31 件・2 件となり、平成 27

年から令和 2 年の 5 年間で 165 件の増加見込みとなる。 

    Ｈ16～Ｈ20 年までに中町通り商店街が修景を実施した件数 44 件に対し、歩行者数の増加数

1,396 人であることから、景観形成まちづくり事業による推定増加歩行者数は、 

         1,396 人×165 件/44 件＝5,235 人 

 

    平成 25 年度に実施した来街者アンケート調査（休日調査）では、観光目的の来街者が 12％

となっており、歩行者数 5,235 人の 12％が観光施設に訪れると想定すると、628 人の増加が見

込まれる。 

 

  ○城内地区・曳山通り景観まちづくり事業のスケジュール 

平成 26 年度 景観形成基準・ガイドライン策定に向けて、検討委員会、ワークショ

ップの立ち上げ、検討。 

平成 27 年度 「城内地区、曳山通り景観形成基準・ガイドライン」の策定。 

平成 28 年度 「唐津市景観まちづくり条例」の改正。 

城内地区、曳山通り地区を対象区域とした、景観規制を盛り込む。 

平成 29 年度～ 上記条例改正に加えて、景観規制だけでなく、ガイドラインの趣旨に

沿った景観形成を促すために、助成制度の策定を検討。 

 

Ｃ．唐津城天守閣改修等事業による増加見込み 

    平成 26 年の唐津城入場者数は、130,070 人となっており、改修のうち、特に展示室にかかる

改修による入場者数の増加が期待でき、一定程度は増加に寄与するものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新築 増築
H22 417 42
H23 499 52
H24 439 44
H25 415 50
H26 449 42

H27(推定) 424 25

市全体の新築増築件数 
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 Ｄ．南城内駐車場整備による観光客の増加見込み 

    南城内駐車場の北 170 メートルに旧高取邸駐車場があり、主に観光客が利用している。ここ、

5 年間の駐車台数の推移を見てみると 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   この駐車場を利用し、旧高取邸に入場している台数は、平成 25 年度で、2,885 台（28％）、平成

26 年度で 3,387 台（30％）であった。従って、0.34×0.3＝0.1（10％）が指標の増加に繋がって

いる。 

今回南城内駐車場は、141 台の駐車スペースを確保することにしている。旧高取邸と同じ割合

が観光客として駐車すると仮定すると、1 日約 50 台が駐車することになるが、その中の 10％が

周辺の観光施設を利用すると考えられる。さらに 1 台当たり 3 人乗車しているとすると年間 

 50 台／日×10％×3 人×365 日＝5,475 人 

の増加が期待できる。 

しかし、南城内の南側には、中心市街地の中央商店街が立地していることもあり商店街を利用

する多くの観光客が駐車すると思われことから、1 割減じて 5,000 人と推計する。 
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Ｅ．旧大島邸復原整備による観光客の増加見込み 

   旧大島邸は、近代唐津の銀行家大島小太郎が建てた、城内地区に唯一残る武家屋敷風住宅で、

小学校の改築を契機として、移築・復原整備が進められている。母屋や茶室、茶園などを復原し、

休憩所やイベント会場としての活用が検討され、平成 29 年 4 月にオープンする予定である。 

   平成 23 年に旧唐津銀行がオープンしたときと同様、一定程度の観光入込客数の増加が見込ま

れるため、旧唐津銀行のオープン後 4 年間の入館数の平均値をもとに、旧大島邸復原整備事業の

オープン後 4 年後（令和 2 年度）の入館数を推計する。ただし、2 つの施設規模が異なるため、

延べ床面積により調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  まず、旧唐津銀行のオープン後 4 年間の入館者数の平均値は、 

   （45,905 人＋38,177 人＋43,376 人＋40,322 人）÷4 年間＝41,945 人 

  となる。 

  次に、この平均値をもとに、延べ床面積による調整を加えつつ、旧大島邸復原整備のオープン後

4 年後（令和 2 年度）の入館数を推計すると、下記の計算式により 19,700 人と推計される。 

    

    

 

3）数値目標の積み上げ 

 中心市街地における主要な活性化施策によって、令和 2 年には来街者満足度の改善は以下のよ

うに見込まれる。 

項  目 観光施設入込み

客数 

中活エリア内の観光施設入り込み客数 314,130 人 

活性化施策 

 Ａ．呉服町商店街ファサード整備事業による観光客数の増加見込み +93 人 

Ｂ．城内地区・曳山通り景観まちづくり事業の増加見込み +628 人 

41,945 人 × 
431 

㎡ ＝ 19,736 人 ≒ 19,700 人 
916 

（旧唐津銀行） 

地下１階：レストラン 

１階：情報センター、休憩所、 

イベント会場 

  ２階：旧唐津銀行関連展示場 

構造：煉瓦造り、地下１階、地上２階建て 

延床面積：９１６㎡ 

オープン時期：平成２３年３月末 

（旧大島邸復原整備） 

 

１階：和室、茶室、茶庭 

 

 

構造：木造平屋造り、１階建て 

延床面積：４３１㎡ 

オープン時期：平成２９年４月（予定） 
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Ｃ．唐津城天守閣改修等事業による増加見込み +α人 

Ｄ．南城内駐車場整備による観光客の増加見込み +5,000 人 

Ｅ．旧大島邸復原整備による観光客の増加見込み +19,700 人 

合 計（R2 年中活エリア内の観光施設入り込み客数） 339,551 人 

 

④ フォローアップの考え方 

毎年行っている市担当課による施設入場者数調査によって観光施設入り込み客数を把握する。

当該調査の結果を踏まえ、事業進捗及び目標達成状況を分析し活性化施策の追加等について検討

を行う。 
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4．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供す

る施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

 

［1］市街地の整備改善の必要性  

① 現状及び必要性 

   前計画における唐津市の核となる唐津大手口街区優良建築物等整備事業では、低利用・老朽化

が著しい旧まいづる百貨店・バスセンタービルが位置する中心部の街区の交通結節機能、交流機

能などの強化が図られ、オープン後、施設利用者は増加しており、市民の交流拠点として一定の

効果が得られた。また、大名小路西の門線、明神線の歩車道段差解消や整備が行われたことによ

り、安全で快適な歩行空間が生まれ、また、二の門堀緑地の遊歩道の整備により、遊歩道の凸凹

が解消され、地元からも好評の声が聞かれるなど、歩行者安全で快適な歩行空間を確保すること

が出来た。 

   今後は、前計画から実施してきた事業を着実に実施することで、観光資源の安全確保や、安全

安心な歩行者空間の確保により、中心市街地の回遊性やさらなる賑わいの向上を進める必要があ

る。 

 

② 市街地の整備改善の方針 

   さらなる中心市街地の賑わいの向上を図るために、新たな市民や観光客の交流拠点として、唐

津城や、松浦河畔緑地バリアフリー化事業、南城内駐車場整備事業を実施していくことで、周辺

地域に居住する方々のみでなく、観光客が中心市街地に訪れやすく、利用機会を高める市街地形

成を進めていく。 

 

（主な整備事業）  

・舞鶴海浜公園整備事業 

   ・松浦河畔緑地バリアフリー化事業 

   ・南城内駐車場整備事業 

 

③ フォローアップの考え方 

   事業の進捗状況を毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための改善措置を講じていく。 
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［2］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

   該当なし 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び必

要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

○事業名 

舞鶴海浜公園整備

事業 

○内容 

舞鶴海浜公園の石

垣修復、石垣修復面

積（第 1 期）675 ㎡ 

（第 2 期）785 ㎡ 

全体面積 1,460 ㎡ 

藤棚改築 521 ㎡ 

園路舗装 700 ㎡ 

照明 LED 化 7 基 

○実施時期 

H17～R1 年度 

 

唐津市 当公園には、唐津のシンボルとも

言える唐津城があり、その景観は

中心市街地のランドマークにもな

っている。近年、唐津城の石垣が

崩れかけており、崩落の危険性が

指摘されていることから、来訪者

の安全性を確保するために石垣の

修復を中心とした藤棚等の公園の

整備を行い、工事期間中において

も、石垣再築整備事業そのものを

一つの観光資源として捉え、観光

面との調和を図ることができるた

め、目標の達成に必要な事業であ

る。 

○措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生整備計画事

業（唐津市中心

市街地地区）） 

 

○実施時期 

(第 1 期) 

 H20～24 年度 

(第 2 期) 

 H25～29 年度 

 

○事業名 

松浦河畔緑地バリ

アフリー化事業 

○内容 

遊歩道段差解消、植

栽整理（延長 175m、

幅員 2.0m 以上） 

ス ロ ー プ 設 置

（L=78.5m） 

○実施時期 

H26～28 年度 

 

唐津市 松浦河畔緑地の一部の区間につい

て、都市公園のバリアフリー基準

を満たさない箇所がある。そこで、

遊歩道の段差解消等を行い、安全

安心な歩行者空間を確保すること

が、目的達成の為に必要である。 

○措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生整備計画事

業（唐津市中心

市街地地区）） 

 

○実施時期 

H26～28 年度 
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○事業名 

南城内駐車場整備

事業 

○内容 

駐車場等整備 

5,484 ㎡ 

○実施時期 

H28 年度 

唐津市 旧大島邸復原整備事業と併せて、

邸宅に付随する駐車場と南城内駐

車場を一体的に整備することで、

旧大島邸とともに、観光・文化の

拠点となることが見込まれるた

め、目標達成のため必要な事業で

ある。 

 

○措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生整備計画事

業（唐津市中心

市街地地区）） 

○実施時期 

H28 年度 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

   事業名、内容

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び必

要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

○事業名 

唐津駅旭が丘線歩

道補修事業 

○内容 

歩道補修事業（延長

150ｍ） 

○実施時期 

H28～29 年度 

唐津市 「唐津市交通バリアフリー基本構

想」に基づき設定された重点整備

地区内の市道（歩道）をすべての

人々が平等及び公平に利用できる

よう整備することにより、歩行者

の安全性及び市民の利便性の向上

を図ることができるため、目標の

達成に必要な事業である。 

○措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（道路

事業） 

 

○実施時期 

H28～29 年度 

 

○事業名 

東城内千代田町線

（城内橋）歩道補修

事業 

○内容 

歩道補修事業(延長

150ｍ) 

○実施時期 

H28 年度 

唐津市 「唐津市交通バリアフリー基本構

想」に基づき設定された重点整備

地区内の市道（歩道）をすべての

人々が平等及び公平に利用できる

よう整備することにより、歩行者

の安全性及び市民の利便性の向上

を図ることができるため、目的達

成の為に必要である。 

○措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（道路

事業） 

 

○実施時期 

H28 年度 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

   該当なし 
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5．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

 

［1］都市福利施設の整備の必要性  

① 現状及び必要性 

   唐津市の中心市街地には、市役所、図書館、税務署、法務局、裁判所や県の出先機関等の各種

の公共施設が集積しており、また約 20 数か所の医療機関が集積している。これらの施設の利用者

は、中心市街地の居住者だけでなく、市全域に及んでいる。また唐津城、旧高取邸、旧唐津銀行

などの歴史文化施設も多く存在している。 

前計画においては、旧唐津銀行のオープンにともない観光文化施設利用者数が増加し、地域の

賑わいの再生に一定の効果みられ、オープン当初の一過性の集客ではなく、一定の集客を得られ

ているほか、唐津市民交流プラザの整備により、施設利用者は増加しており、市民の交流拠点と

して一定の効果があった。 

一方で、少子高齢化社会における市民のニーズは、高齢者や障がい者の生活支援や子育て支援、

生涯学習などと多様化しており、中心市街地においては、大手口地区の再開発により市民交流プ

ラザを設け、ニーズに対応できるように子育て支援などの都市福利機能の充実を図った。 

今後は、子育て支援や行政サービスなどの市民サービスの充実の増進を図るとともに、新たな

有形・無形ストックを合わせた活用を図り、生活利便性の向上に努めていく必要がある。 

 

② 都市福利施設の整備の方針 

歴史文化施設である旧大島邸の復原整備や唐津城天守閣改修など、歴史的文化施設の活用

を進めるとともに、子育て支援や行政サービスの充実を図っていく。 

（主な整備事業） 

・旧大島邸復原整備 

・本庁舎建設事業 

・子育て支援拠点整備事業 

 

③ フォローアップの考え方 

   事業の進捗状況を毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための改善措置を講じていく。 
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［2］ 具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び必

要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

○事業名 

旧大島邸復原整備 

○内容 

明治期に建築され、

小学校改築のため

解体された大島小

太郎の自宅を、移築

復原し、新たな文化

交流拠点として整

備する。 

○実施時期 

H25～28 年度 

 

唐津市 城内地区を 1 つの美術館・博物館

に見立て、魅力アップや新たな文

化的価値を創造する“まちはミュ

ージアム”の交流の結節点として

活用するため、唐津の近代化に大

きな功績を遺した大島小太郎の自

邸である旧大島邸を復原整備する

ことで、中心市街地の交流人口の

増加を図るため、目標の達成に必

要な事業である。 

○措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生整備計画事

業（唐津市中心

市街地地区）） 

 

○実施時期 

H25～28 年 

 

○事業名 

唐津城天守閣改修

等事業 

○内容 

天守閣の耐震補強、

空調新設及び展示

ケース等の改修 

○実施時期 

H25～H29 年度 

 

唐津市 唐津城天守閣は、昭和 41 年の開館

以来、中心市街地のランドマーク

にもなっており、建物の維持及び

観光客の入館の増加を図るため

に、天守閣の耐震補強及び空調設

備の新設や資料の保存、活用を図

るための展示ケース等の改修が必

要であり、目標の達成に必要な事

業である。 

○措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生整備計画事

業（唐津市中心

市街地地区）） 

 

○実施時期 

H26～H29 年度 

 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

   該当なし 
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び必

要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

○事業名 

本庁舎建設事業 

○内容 

庁舎の建替 

○実施時期 

H28～R3 年度 

 

唐津市 唐津市役所本庁舎は、老朽化が進

んでいるため、現地で建て替えを

し、まちづくりの拠点を整備する

とともに、市民サービスの充実の

増進を図るものとして目標達成に

必要な事業である。 

○措置の内容 

合併特例債 

 

○実施時期 

H28～R2 年度 

 

○事業名 

子育て支援拠点整

備事業 

○内容 

子育て支援の拠点

を設置し、子育てし

やすい環境を整備

するもの。 

○実施時期 

H28 年度 

 

唐津市 子育て支援の拠点を設置し、子育

てのしやすい環境の充実を図ると

ともに、来街者の回遊を促進する

ものでもあり、目標の達成に必要

な事業である。 

○措置の内容 

合併特例債 

 

○実施時期 

H28 年度～ 

 

○事業名 

子育て緊急サポー

トセンター運営事

業 

○内容 

急な出張、残業等で

保護者が子どもを

監護できないとき

に、子育てサポータ

ーを派遣し子育て

支援を行う 

ＮＰＯ法人唐津市

子育て支援情報 

唐津市 子育てに関する負担感や悩みを緩

和するため、地域の子育て支援機

能の充実を図るとともに、来街者

の回遊を促進するものとして、目

標の達成に必要な事業である。 

○措置の内容 

子ども・子育て 

支援交付金 

 

○実施時期 

H27 年度～ 
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センターに運営を

委託 

開設場所：南城内 

○実施時期 

H18 年度～ 

 

○事業名 

病後児保育事業 

○内容 

病気回復期の児童

預かり事業 

ＮＰＯ法人唐津市

子育て支援情報セ

ンターに運営を委

託 

○実施時期 

H18 年度～ 

 

唐津市 病気回復期という理由で自宅での

育児を余儀なくされる保護者の子

育てと就労の両立支援を図るとと

もに、来街者の回遊を促進するも

のとして目標の達成に必要な事業

である。 

○措置の内容 

子ども・子育て 

支援交付金 

 

○実施時期 

H27 年度～ 

 

 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び必

要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他の

事項 

○事業名 

唐津福祉・就労支援

事業 

○内容 

生活保護や母子・父

子世帯等の生活困

窮者の就労支援を

実施 

○実施時期 

唐津市、国

（ 佐 賀 労

働局） 

生活保護受給者や母子・父子世帯

等の生活困窮者の就労支援の充実

を図るとともに、中心市街地へ来

街の増加に寄与するものであるた

め、目標の達成に必要な事業であ

る。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 
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H27 年度～ 

 

○事業名 

子育て支援情報セ

ンター運営事業 

○内容 

子育てに関する相

談受付 

ＮＰＯ法人唐津市

子育て支援情報 

センターに運営を

委託 

開設場所：南城内 

○実施時期 

H16 年度～ 

 

唐津市 子育てに関する負担感や悩みを緩

和するため、地域の子育て支援機

能の充実を図るとともに、来街者

の回遊を促進するものとして、目

標の達成に必要な事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

早稲田中高による

城内地区教育施設

整備 

○内容 

早稲田中高による

城内地区教育施設

整備事業 

○実施時期 

H28 年度～ 

 

学 校 法 人 

大 隈 記 念

早 稲 田 佐

賀学園 

平成 22 年 4 月に開校した、早稲田

大学の系属校である早稲田佐賀中

高一貫校による遊休地を活用した

教育施設の整備事業であり、中心

市街地の遊休地が整備されること

で、地域の魅力向上に寄与するこ

とが期待されるため、目標の達成

に必要な事業である。 

○措置の内容 

該当なし 

 

○実施時期 

― 
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6．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給の

ための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する

事項 

 

［1］街なか居住の推進の必要性  

① 現状及び必要性 

   唐津市全体の人口推移と同様に中心市街地においても、人口減少や高齢化の進展が顕

著となっており、地域コミュニティの崩壊などが危惧されている。 

まちなか再生のためには、商業・業務機能だけでなく、文化・交流機能、医療・福祉

機能、居住機能などの総合的な取り組みが必要であり、文化や医療・福祉機能が充実す

る唐津市のまちなかにおいては、居住機能の充実が必要となっている。 

 

② 街なか居住促進の方針 

   中心市街地では、未利用地を活用した民間事業者による快適な居住環境整備を進める

とともに、早稲田佐賀中学校・早稲田佐賀高等学校の新設に伴う新たな住宅需要を積極

的にまちなかへ誘導を図る。 

また、前計画で整備した大手口センタービルを核とした市民生活拠点の形成や、まち

なかエリアでの医療・福祉、文化、子育等の各種機能の充実などにより、中心市街地の

居住環境としての機能強化を図ることを目指す。 

 

③ フォローアップの考え方 

   事業の進捗状況を毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための改善措置を講じ

ていく。 
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［2］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び必

要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他の

事項 

○事業名 

住宅・建築物耐震診

断事業 

○内容 

住宅及び建築物の

耐震診断に要する

経費の一部を補助

する。 

○実施時期 

H21 年度～ 

唐津市 耐震診断を行うことにより、地震

に対する建築物の安全性の向上を

図り、安心・安全な街なか居住を

推進するため、目標の達成に必要

な事業である。 

○措置の内容 

社会資本整備総

合 交 付 金 （ 住

宅・建築物安全

ストック形成事

業） 

 

○実施時期 

H28～R2 年度 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び必

要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他の

事項 

○事業名 

地域優良賃貸住宅

制度 

○内容 

民間事業者が整備

唐津市 増大する高齢者単身・夫婦世帯等

に配慮した良質な賃貸住宅や中堅

所得者等を対象とした居住環境が

良好な賃貸住宅の供給促進行うこ

とにより、様々な居住ニーズに対

○措置の内容 

該当なし 

 

○実施時期 

 ― 
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する賃貸住宅に対

して、建設費等補助

と家賃対策補助を

行う。 

○実施時期 

H22 年度～ 

応した良好な住宅の安定供給の促

進を図ることができるため、目標

の達成に必要な事業である。 

○事業名 

公民館類似施設整

備事業 

○内容 

公民館類似施設の

新設又は増改築の

工事等に要する経

費の一部を補助す

る。 

○実施時期 

毎年度 

唐 津 市 教

育委員会 

まちなかのコミュニティの活動・

交流の拠点となる公民館類似施設

の整備の一部補助を行うことによ

り、地域コミュニティの維持・育

成を図ることができるため、目標

の達成に必要な事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

住宅の耐震改修に

よる固定資産税減

額制度 

○内容 

既存の住宅を耐震

改修した場合、固定

資産税の減額を行

う。 

○実施時期 

H18 年度～ 

唐津市 住宅の耐震改修による固定資産税

の減額を行うことによって、地震

に対する建築物の安全性の向上を

図る耐震改修の促進につながり、

安心・安全な街なか居住を推進す

ることができるため、目標の達成

に必要な事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 
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○事業名 

唐津市融資制度に

よる街なか居住の

推進 

○内容 

中小企業向け融資

制度 

○実施時期 

H22 年度～ 

唐津市 市内に事業所を有し、同一事業を

1 年以上引き続き行っている法人

又は個人に対し融資を行うもの

で、アパート経営や、既存の店舗

の増改築についても対象となるた

め、目標の達成に必要な事業であ

る。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

城内地区・曳山通り

景観まちづくり事

業 

○内容 

景観条例の改正（城

内地区、曳山通り） 

○実施時期 

H28 年度～ 

唐津市 中心市街地の骨格は江戸期に確立

され、基本的に町割形態や都市機

能を現在まで維持してきている。

城内地区には唐津城の堀割や豊か

な緑地が残り、曳山通りには、唐

津街道沿いを中心に町家の形態が

残る。しかし、近年の交通事情の

変化、人口の郊外への流出により

低未利用地の増加、商業の停滞が

課題となっている。そこで、良好

な住宅地としての城内地区や商業

併用住宅としての曳山通りの美し

い町並みの保全・誘導をすること

が、目的達成の為に必要であるた

め景観条例を改正するもの。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

介護保険住宅改修

の受領委任払い制

度運用事業 

○内容 

要介護・要支援認定

を受けた低所得者

を対象とした、介護

保険住宅改修の際

の受領委任払い制

唐津市 介護保険住宅改修は、通常、改修

費用の全額を施工業者に支払い、

その後に市が利用者に保険給付分

を支給する「償還払い」が原則と

なっているため、低所得者にとっ

ては、資金的な面での負担が大き

い。よって、自己負担分のみを支

払い、保険給付分は受領委任を受

けた施工業者に市が直接支払う

「受領委任制度」により、在宅生

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 
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度を継続運用。 

○実施時期 

H20 年度～ 

活をする上で必要な改修を促進

し、安心・安全な街なか居住を推

進することができるため、目標の

達成に必要な事業である。 
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7．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化

事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及

び措置に関する事項 

 

［1］経済活力の向上の必要性  

① 現状及び必要性 

唐津市の中心市街地では、医療施設、行政施設の集積があるものの、人口の減少や郊外への大

規模集客施設の立地などの影響によって、商店街の空き店舗や空き地が増加している。空き地は、

暫定的に駐車場として活用されているものもあるが、有効な活用が行われておらず、低未利用化

が進行している。 

このような中心市街地を取り巻く厳しい情勢の中、前計画においては、昭和初期の佇まいを残

す旧村上歯科のリノベーション事業や空き店舗チャレンジ誘致事業による空き店舗対策、大手口

広場オープンガーデン社会実験事業をはじめとした社会実験の実施、まちなか再生推進グループ

による集客に向けた事業、各種団体によるイベントの実施など、賑わい再生に向けた多面的な取

組を進めてきた結果、商店街の歩行者通行量は下げ止まり、一定の成果がみられた。 

一方、唐津駅とバスセンターの県道を通る動線は強いものの、その間に位置する商店街に人を呼

び込めていない現状がある。平成 25 年には、依然として空き店舗数や歩行者通行量の改善の見られ

ない呉服町商店街において、出店者の組合会費の負担の低減のために、アーケード撤去が正式決定

した。今後は、商店街に人を呼び込む回遊性の向上とアーケード撤去を契機とした魅力ある商店街

の再生を進めていくことが重要となる。 

   

② 経済活力の向上のための事業及び措置の方針 

唐津駅から商店街に人を呼び込む方策として、中央商店街の入口となる新天町パティオ街区再

開発事業の実施により、街なか骨格軸に人々を引き込み商業の活性化を図る。街なか骨格軸では、

アーケード撤去と合わせて通りの修景整備や空き店舗チャレンジ誘致事業を実施し、魅力的な商

店街の通りを演出する。 

 

③ フォローアップの考え方 

   事業の進捗状況を毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための改善措置を講じていく。 
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［2］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び必

要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

○事業名 

大規模小売店舗立

地法の特例措置の

要請 

○内容 

中心市街地におい

て大規模小売店舗

立地法の手続きを

簡素化する区域の

指定を佐賀県に要

請 

○実施時期 

H22 年度～ 

 

唐津市 本市の中心市街地において市街地

再開発事業等による商業機能の更

新など、早期活性化に資する動き

があった場合、法定手続きを大幅

に簡素化できる「第一種大規模小

売店舗立地法特例区域」の指定を

速やかに佐賀県に要請する。 

 商業機能の更新等により、買い

物の場としての魅力の向上につな

がることから、中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

○措置の内容 

大規模小売店舗

立地法の特例 

（第一種大規模

小売店舗立地法

特例区域） 

○実施時期 

H22 年度～ 

 

○事業名 

新天町パティオ街

区再開発事業 

○内容 

唐津中央商店街内

の新天町パティオ

街 区 に 滞 在 型 商

業・交流施設を整備

するもの。 

○実施時期 

H28～R1 年度 

 

い き い き

唐 津 株 式

会社 

JR唐津駅と大手口センタービルの

2 核を結ぶ呉服町商店街内に位置

する既存区域を再開発することに

より、商業施設として新たなテナ

ントを誘致するとともに、世代と

のつながり、地域とのつながり、

分野とのつながりと交流を生み出

す滞在型空間をつくり出し、賑わ

いと回遊性の向上に寄与すること

から、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

○措置の内容 

特定民間中心市

街地経済活力向

上計画の経済産

業大臣の認定 

○実施時期 

H30 年度 

中心市街

地におけ

る低利融

資（企業

活力強化

貸付（企

業活力強

化資金）） 

 

特定民間

中心市街

地経済活

力向上事

業の用に

供する不

動産の取
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得又は建

物の建築

した際の

登録免許

税の軽減 

 

地域文化

資源活用

空間創出

事業費補

助金 

 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び必

要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

○事業名 

新天町パティオ街

区再開発事業（再

掲） 

○内容 

唐津中央商店街内

の新天町パティオ

街 区 に 滞 在 型 商

業・交流施設を整備

するもの。 

○実施時期 

H28～R1 年度 

 

い き い き

唐 津 株 式

会社 

JR唐津駅と大手口センタービルの

2 核を結ぶ呉服町商店街内に位置

する既存区域を再開発することに

より、商業施設として新たなテナ

ントを誘致するとともに、世代と

のつながり、地域とのつながり、

分野とのつながりと交流を生み出

す滞在型空間をつくり出し、賑わ

いと回遊性の向上に寄与すること

から、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

○措置の内容 

①中心市街地に

おける低利融資

（企業活力強化

貸付（企業活力

強化資金）） 

○実施時期 

H30 年度 

 

○措置の内容 

②特定民間中心

市街地経済活力

向上事業の用に

供する不動産の

取得又は建物の

建築した際の登

特定民間

中心市街

地経済活

力向上事

業計画の

経済産業

大臣の認

定 
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録免許税の軽減 

○実施時期 

R1 年度 

 

○措置の内容 

③地域文化資源

活用空間創出事

業費補助金 

○実施時期 

H30～R1 年度 

○事業名 

唐津くんち 

○内容 

唐津神社の秋祭り 

○実施時期 

江戸期～ 

唐 津 曳 山

取締会 

毎年 11 月に実施される「唐津くん

ち」は、昭和 33 年に佐賀県重要有

形民俗文化財、また昭和 55 年に国

の重要無形民俗文化財に指定され

ている。くんち期間中の人出は 50

万人を超え、中心市街地の賑わい

創出及び回遊性の向上に大きく寄

与することから、目標の達成に必

要な事業である。 

○措置の内容 

中心市街地活性

化 ソ フ ト 事 業

（総務省） 

 

○実施時期 

H22 年度～R2 年

度 

 

○事業名 

からつ土曜夜市 

○内容 

中央商店街の主催

する夜市 

○実施時期 

S48 年度～ 

 

か ら つ 土

曜 夜 市 実

行委員会 

「まつらの里の夕すずみ」をテー

マに唐津の夏のイベントとして市

民に親しまれており、賑わい創出

ができるため、目標の達成に必要

な事業である。 

○措置の内容 

中心市街地活性

化 ソ フ ト 事 業

（総務省） 

 

○実施時期 

H22 年度～R2 年

度 

 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

   該当なし 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け及び必

要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他の

事項 

○事業名 

呉服町商店街ファ

サード整備事業 

○内容 

呉服町商店街の店

舗のファサード改

修 

○実施時期 

H27～29 年度 

 

呉 服 町 商

店 街 組 合

員 

中町商店街でのファサード改修に

よる空き店舗減少の実績に倣い、

呉服町商店街のアーケード撤去と

合わせ、商店街づくりのガイドラ

インを作成し、各個店がこのガイ

ドラインに沿ったファサード改修

を行うことにより、集客及び街に

統一感を持たせた修景に寄与する

ことから、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

まちなか周遊事業 

○内容 

まちなか周遊コー

スの造成及びガイ

ドの実施 

○実施時期 

H28 年度～ 

い き い き

唐 津 株 式

会社 

まちなかに点在する“Ａ級品”の

周遊コンテンツを活かした事業で

あり、唐津の魅力に触れながらま

ちあるきを行うものであるため、

中心市街地への来街者の増加や滞

在時間の延長が期待できるため、

目標の達成に必要な事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

空き店舗チャレン

ジ誘致事業 

○内容 

出店の際の店舗改

装補助及び経営サ

ポート等の支援に

よる空き店舗への

店舗誘致 

○実施時期 

H23 年度～ 

 

唐津市 出店にチャレンジする上で少しで

もリスクを軽減するため、店舗改

装について支援し、その後の経営

についても、商工会議所との連携

によりしっかりとサポートしてい

くことで、空き店舗の減少・魅力

的な店舗誘致を図るものとして、

目標の達成に必要な事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 
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○事業名 

唐津市観光サイン

整備事業 

○内容 

観光案内等サイン

の整備 

○実施時期 

H22 年度～ 

唐津市 街並みや目的に応じた、分かりや

すく統一感のあるデザイン・表示

形式のサイン整備を進めることに

より、観光客の利便性及び回遊性

を高め、観光客の誘致促進を図る

ことができるため、目標の達成に

必要な事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

次世代型ツーリズ

ムを目指した観光

ユビキタス整備事

業 

○内容 

観光情報等の情報

提供整備 

○実施時期 

H21 年度～ 

唐津市、他 観光施設をつなぐサイン整備とリ

アルタイムな観光情報の発信によ

り、イベント情報、体験観光情報、

旅館・飲食店等の情報のほか、乳

幼児一時預かりや医療情報など、

利用者（主に来訪者）のニーズに

即した情報を提供することができ

るため、目標の達成に必要な事業

である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

九州花火大会 

○内容 

打ち上げ数約 6,000

発の県内最大級の

花火大会 

○実施時期 

毎年度 

 

九 州 花 火

大 会 実 行

委員会 

市内外からギャラリーが訪れ、唐

津駅から会場である西の浜までの

間で賑わい創出ができるため、目

標の達成に必要な事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

からつんまちは 100

円祭 

○内容 

100 円の商品を中心

とした中央商店街

のセール及びイベ

唐 津 中 央

商店街 

商店街への来客による賑わい創出

ができるため、目標の達成に必要

な事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 
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ント 

○実施時期 

H20 年度～ 

○事業名 

かきまつり 

○内容 

新鮮な真がきをそ

の場で直接炭火焼

きで提供。その他水

産物を中心とした

物産市 

○実施時期 

H19 年度～ 

（開催時期 2 月） 

中 町 商 店

街 協 同 組

合 

参加者による賑わい創出ができる

ため、目標の達成に必要な事業で

ある。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

中心市街地活性化

タウンマネージャ

ー設置事業 

○内容 

タウンマネージャ

ーの設置 

○実施時期 

H26～29 年度 

唐津市 中心市街地 
のまちづくりや商業の

活性化を行うタウンマネージャー

を設置することで、 
中心市街地の

活性化に資する各事業の推進を図

ることができるため、目標の達成

に必要な事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

インキュベーショ

ン施設等整備事業 

○内容 

インキュベーショ

ン、シェアオフィス

を整備する 

○実施時期 

R2 年度～ 

唐 津 商 工

会議所 

唐津商工会議所の一角に、創業・

起業・企業誘致を目的とした、イ

ンキュベーション施設、シェアオ

フィスを整備する事業であり、就

労人口の増加に繋がることが期待

されるため、目標の達成に必要な

事業である。 

○措置の内容 

 該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 



106 

○事業名 

唐津シネマの会事

業 

○内容 

定期的な映画上映

会の企画､交渉 

上映場所：南城内 

○実施時期 

H24 年度～ 

唐 津 シ ネ

マの会 

映画館のない唐津市において、定

期的な映画上映会の開催を行うこ

とで、中心市街地の集客力向上に

寄与することから、目標の達成に

必要な事業である。 

また、唐津映画製作推進委員会を

立ち上げ、唐津を舞台にした、檀

一雄原作の「花筐（はなかたみ）」

を、大林宣彦監督が映画化する。 

中心市街地でのロケもあり、中心

市街地の集客力向上に寄与するこ

とから、目標の達成に必要な事業

である。 

 

○措置の内容 

該当なし 

 

○実施時期 

 ― 

 

○事業名 

唐津里浜づくり推

進協議会事業 

○内容 

唐津の里浜の環境

づくりのための整

備や清掃活動等 

○実施時期 

H16 年度～ 

唐 津 里 浜

づ く り 推

進協議会 

唐津の西の浜で開催されているイ

ベント支援や里浜の環境づくりの

ための整備や清掃活動等を行うこ

とで、西の浜の利活用や賑わいづ

くりの推進が期待されるため、目

標の達成に必要な事業である。 

○措置の内容 

該当なし 

 

○実施時期 

― 

 

○事業名 

創業支援事業 

○内容 

創業支援事業計画

に基づき、創業や新

たな事業展開を考

えている者に支援

を行う事業 

○実施時期 

H28 年度～ 

 

唐津市 効果的な創業支援を行うことによ

り、地域経済の活性化を図ること

が期待されるため、目標の達成に

必要な事業である。 

○措置の内容 

該当なし 

 

○実施時期 

― 
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○事業名 

唐津やきもん祭り 

○内容 

唐津焼の展示、販売

のほか各種イベン

トを実施 

○実施時期 

H24 年度～ 

 

唐 津 や き

も ん 祭 り

実 行 委 員

会 

主に市の中心部において、商店街

の空き店舗等を活用した唐津焼の

展示、販売のほか、各種イベント

を実施する事業であり、商店街へ

の来客による賑わい創出ができる

ため、目標の達成に必要な事業で

ある。 

○措置の内容 

該当なし 

 

○実施時期 

― 

 

○事業名 

カラツ大学｢まちな

か｣人材育成・交流

人口促進事業 

○内容 

人材育成・交流人口

促進を行う事業 

○実施時期 

H27 年度～ 

 

い き い き

唐 津 株 式

会社 

唐津のまちなかをひとつのフィー

ルドとして、各商店主や市民ガイ

ドなどが主体となって、商店にお

ける体験型授業や、まちなかにお

けるツアーや体験型プログラムを

実施する事業であり、人材育成及

び交流人口の増加を図ることがで

きるため、目標の達成に必要な事

業である。 

○措置の内容 

該当なし 

 

○実施時期 

― 
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8．4 から 7 までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

［1］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

① 公共交通機関の利便性の増進に関するもの 

唐津市には、福岡市から伊万里市方面への国道 202 号や二丈浜玉道路があり、佐賀市方面への

国道 203 号などの主要幹線道路による道路交通網が整備されている。また、ＪＲ唐津駅を基点と

したＪＲ筑肥線が海岸沿いに福岡市及び伊万里市を結ぶとともに、ＪＲ唐津線が佐賀市まで通じ

ている。福岡市、伊万里市、佐賀市と唐津市を結ぶ高速バスの運行や山間部集落と中心市街地を

結ぶ広域交通ネットワークが存在している。 

   これからの持続可能な地方都市の形成に向けて、高齢者の移動を支える公共交通の充実や、徒

歩圏での医療・公共施設の集積などは非常に強みとなる。また、自動車に過度に依存しない街づ

くりは、環境負荷の少ない「環境に優しい街」としても大きな魅力となることから、現在の恵ま

れた広域交通ネットワークを活用し、公共交通を今後も維持していく。 

   このため、平成 22 年度に平成 25 年度までの方針及び施策として唐津市地域公共交通総合連携

計画を策定し、平成 23 年度に完成した大手口バスセンターを有効活用することとした。 

   国において、「交通政策基本法」が施行され、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

が改正されたことから、平成 26 年 7 月唐津市と玄海町による、合同の唐津地域公共交通活性化

協議会を立ち上げ、唐津地域の持続可能な地域公共交通網の構築を基本方針とした「唐津地域公

共交通網形成計画」を策定した。 

 

② その他の一体的に推進する事業に関するもの 

  前期計画によって、大手口バスセンターが完成した。唐津駅から、商店街を通り、バスセンタ

ーから、唐津城へのルートの中心として、周りのこれらの施設と連携することで賑わいを創出し

ていくことが重要。 

 

③ フォローアップの考え方 

  事業の進捗状況を毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための改善措置を講じていく。 
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［2］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その

他の

事項 

○事業名 

低床バス導入事業 

○内容 

低床バス導入 

○実施時期 

H27 年度～ 

昭 和 自 動

車 株 式 会

社 

唐津地域公共交通網形成計画策定にお

いて実施したアンケートで、車両に乗り

にくいとの意見が多かったことを受け、

令和 2 年まで、低床バスを年間中型 5 台、

小型 1 台または 2 台を目標に導入する。

このことにより、交通弱者が気軽に中心

市街地に来ることが出来るようになる

ことから中心市街地の活性化に資する

各事業の推進を図ることができるため、

目標の達成に必要な事業である。 

○措置の内容 

地域公共交通

確保維持改善

事業費補助金 

 

○実施時期 

H28 年度～ 

 

○事業名 

バスの乗り方教室

の実施 

○内容 

バスの乗り方の周

知 

○実施時期 

H27 年度～ 

昭 和 自 動

車 株 式 会

社 

バスの利用離れの原因のひとつとして、

バスの乗り方がわからないという若年

層であったり高齢者がいることから、バ

スを身近に感じてもらうためバスの乗

り方だけでなく、マナーであったり事故

防止についての啓発を行うことにより

バス利用者を増やす。このことにより中

心市街地の活性化に資する各事業の推

進を図ることができるため、目標の達成

に必要な事業である。 

○措置の内容 

改正地域公共

交通活性化再

生法 

 

○実施時期 

H28 年度～ 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その

他の

事項 

○事業名 

バスの日イベント

の実施 

○内容 

バス利用の推進 

○実施時期 

H28 年度～ 

昭 和 自 動

車 株 式 会

社 

9 月 20 日のバスの日に合わせて、大手

口バスセンター内でバスに親しんでも

らうためのイベントを実施する。これ

をきっかけにして、多くの市民にバス

を利用することにより、中心市街地の

活性化に資する各事業の推進を図るこ

とができるため、目標の達成に必要な

事業である。 

○措置の内容 

該当なし 

○実施時期 
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◇4 から 8 までに掲げる事業及び措置の実施箇所 
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9．4 から 8 までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

 

［1］市町村の推進体制の整備等  

(1)庁内の連携体制 

  空洞化が進む市街地の再生を目指し、市の組織を挙げて、市街地再生に向けた取り組みを推進す

るため、副市長を本部長とした唐津市市街地再生推進本部を平成 19 年 5 月 25 日に設置した。 

 

 ■唐津市市街地再生推進本部 委員名簿 

委  員 

企画財政部長 国際局長 北波多支所長 

総務部長 水道局長 肥前支所長 

市民部長 消防長 鎮西支所長 

保健福祉部長 教育部長 呼子支所長 

観光文化スポーツ部長 浜玉支所長 七山支所長 

都市整備部長 厳木支所長  

ボートレース事業部長 相知支所長  

 

 ■唐津市市街地再生推進本部幹事会 幹事名簿 

幹  事 

企画政策課長 文化振興課長 消防総務課長 

公共施設再編推進室長 スポーツ振興課長 教育総務課長 

男女共同参画・地域づくり課長 農政課長 生涯学習文化財課長 

総務課長 水産課長 浜玉支所産業課長 

財政課長 道路河川課長 厳木支所産業課長 

生活環境対策課長 みちづくり戦略室長 相知支所産業課長 

福祉課長 みなと振興課長 北波多支所産業課長 

高齢者支援課長 まちづくり課長 肥前支所産業課長 

障害者支援課長 建築住宅課長 鎮西支所産業課長 

商工ブランド課長 経営管理課長 呼子支所産業課長 

企業誘致課長 下水道管理課長 七山支所産業課長 

観光課長 水道管理課長   
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■開催経過 

【本部会議】 

・第 1 回（平成 19 年 5 月 31 日） 

唐津市市街地再生推進本部設置の経過について 

  中心市街地の状況及び中心市街地の活性化の必要性について 

  市街地再生重点支援事業（6 月補正）について 

・第 2 回（平成 20 年 2 月 22 日） 

  本部設置に至った経緯 

  平成 19 年度の取り組みについて、平成 20 年度の取り組み（案）について 

・第 3 回（平成 21 年 7 月 14 日） 

  平成 21 年度中心市街地活性化事業について 

中心市街地活性化基本計画策定に当たっての課題について（エリア及び事業計画等） 

 ・平成 21 年 10 月 23 日 

   中心市街地活性化基本計画（案）のパブリックコメント実施に当っての内容確認 

   （各委員に文書にて、基本計画（案）の内容を確認して頂いた。） 

 

 【幹事会】 

 ・第 1 回（平成 19 年 7 月 24 日） 

唐津市市街地再生推進本部設置の経過について 

中心市街地の状況及び中心市街地の活性化の必要性について 

  市街地再生重点支援事業（6 月補正）について 

  平成 20 年度事業について 

・第 2 回（平成 20 年 3 月 26 日） 

  本部設置について 

  平成 19 年度の取り組みについて、平成 20 年度の取り組み（案）について 

・第 3 回（平成 20 年 7 月 8 日） 

  平成 20 年度中心市街地活性化に取り組む市町村に対する診断・助言事業概要について 

  講演「コンパクトシティと中心市街地活性化の方向性」 

・第 4 回（平成 20 年 8 月 26 日） 

  中心市街地活性化の意義と合意形成について 

  中心市街地活性化の重点課題について 

  中心市街地活性化の方向性と区域の検討 

 ・第 5 回（平成 21 年 10 月 16 日） 

   中心市街地活性化基本計画の概要について（基本計画（案）の説明及び内容確認） 
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 ・第 6 回（平成 26 年 4 月 15 日） 

   唐津市中心市街地活性化基本計画（新計画）の策定について 

 

［2］中心市街地活性化協議会に関する事項  

(1)  唐津市中心市街地活性化協議会 

   平成 22 年 5 月 14 日、中心市街地活性化の推進を図ることを目的として、「唐津市中心市街地

活性化協議会」を設立した。 

 ■唐津市中心市街地活性化協議会構成員 

№ 法的根拠 所 属 団 体 所属団体役職 

1 第 15 条第 1 項第 1 号 いきいき唐津㈱(まちづくり会社) 代表取締役 

2 第 15 条第 1 項第 2 号 唐津商工会議所 会 頭 

3 
 

唐津商工会議所 副会頭 

4 第 15 条第 4 項 唐津中央商店街 会 長 

5  唐津中央商店街 青年部長 

6  まちなか再生推進グループ 会 長 

7  唐津焼協同組合 理事長 

8  唐津料飲業協同組合 理事長 

9  唐津市旅館協同組合 理事長 

10  昭和自動車㈱ 執行役員 

11  ㈱辻薬店 代表取締役社長 

12  ㈱まいづる百貨店 代表取締役社長 

13  九州電力㈱唐津営業所 所 長 

14  (社)唐津観光協会 会 長 

15  ネットワークステーションまつろ 理事長 

16  唐津市子育て支援情報センター 理事長 

17  唐津環境防災推進機構（KANNE） 理事長 

18  ＦＭからつ㈱ 代表取締役 

19  唐津曳山取締会 総取締 

20  唐津市 企画部長 

21  唐津市 商工観光部長 

22  唐津市 交流文化スポーツ部長 

23  唐津市 都市整備部長 

24 第 15 条第 7 項 九州経済産業局産業部流通・サービス産業課 課 長 

25  九州地方整備局建政部都市整備課 課 長 
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26  佐賀県県土整備部都市計画課 課 長 

27  佐賀県県土整備部建築住宅課 課 長 

28  佐賀県産業労働部経営支援課 課 長 

29  唐津警察署 署 長 

30  独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部 地域振興課長 

31  
独立行政法人都市再生機構九州支社都市再生

業務部まちづくり支援室まちづくり支援課 
課長 

32 第 15 条第 8 項 唐津市教育委員会(学識経験者) 教育長 

33 
 

住民代表(外町校区) 駐在員 

34  住民代表(志道校区) 駐在員 

35  住民代表(大成校区) 駐在員 

36  九州旅客鉄道㈱唐津鉄道事業部 部 長 

37  ㈱佐賀銀行唐津支店 支店長 

38  唐津信用金庫 理事長 

39  (社)唐津東松浦医師会 会 長 

40  (福)唐津市社会福祉協議会 会 長 

41  (財)唐津市文化事業団 理事長 

42  唐津ケーブルテレビジョン㈱ 代表取締役社長 

 

 ■開催経過 

 ・第 1 回 平成 22 年 5 月 14 日 

  中心市街地活性化基本計画について 

構成員（委員）について 

規約について 

役員の選任について 

タウンマネージャーの承認について 

 

・第 2 回 平成 23 年 1 月 20 日 

中心市街地活性化基本計画内容一部変更について 

平成 22 年度事業計画進捗状況について 

 

・第 3 回 平成 23 年 6 月 29 日 

中心市街地活性化基本計画内容一部変更について 

中心市街地活性化基本計画の事業進捗状況について 
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平成 22 年度事業実績及び平成 23 年度事業計画について 

 

・第 4 回 平成 24 年 3 月 28 日 

中心市街地活性化基本計画内容一部変更について 

タウンマネージャーの変更について 

 

・第 5 回 平成 25 年 3 月 27 日 

中心市街地活性化基本計画内容一部変更について 

 

・第 6 回 平成 26 年 2 月 24 日 

中心市街地活性化基本計画内容一部変更について 

 

・第 7 回 平成 26 年 10 月 24 日 

中心市街地活性化基本計画内容一部変更について 

 

・第 8 回 平成 27 年 1 月 29 日 

中心市街地活性化基本計画内容一部変更について 

中心市街地活性化基本計画（新計画）策定について 

 

・第 9 回 平成 28 年 1 月 21 日 

中心市街地活性化基本計画（新計画）策定について 

 

・第 10 回 平成 28 年 7 月 27 日 

中心市街地活性化基本計画（新計画）アクションプラン策定について 

 

・第 11 回 平成 28 年 12 月 27 日 

中心市街地活性化基本計画（新計画）アクションプラン策定について 

 

・第 12 回 平成 29 年 2 月 10 日 

中心市街地活性化基本計画（新計画）計画内容一部変更について 

 

・第 13 回 平成 29 年 8 月 3 日 

中心市街地活性化基本計画（新計画）アクションプラン策定について 

 

・第 14 回 平成 29 年 12 月 21 日 
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中心市街地活性化基本計画（新計画）計画内容一部変更について 

 ・第 15 回 平成 30 年 5 月 16 日 

  新天町パティオ街区再開発事業について 

  

 ・第 16 回 令和元年 5 月 27 日 

  新天町パティオ街区再開発事業について 

  

 ・第 17 回 令和 2 年 2 月 28 日 

  新天町パティオ街区再開発事業について 

  中心市街地活性化基本計画（新計画）計画内容一部変更について 
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■協議会からの意見書 

  本基本計画(案)に対して、唐津市中心市街地活性化協議会から以下の意見書が提出された。 
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 (3) まちなか再生推進グループ 

   平成 18 年 6 月 20 日、中心市街地活性化の推進を図ることを目的として、「唐津市まちなか再

生推進グループ」が設立され、中心市街地における検討が進められている。 

  

○検討エリア 
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○コンセプト 
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○戦略プロジェクト（提案） 

☆ 商店街再生プロジェクト ←「営む」 

◎ 歴史的街並み整備事業 

－ 中央商店街ファサード整備の完成 

－ リヤカー露天市の復活 

○ 商店街の意識改革運動 

－ お客様本意の品揃え、開店時間・開店日数の延長 など 

－ 1店逸品運動（1店1品のここでしか買えない・食えない物づくり） 

☆ 市街地機能再生プロジェクト ←「働く」 

◎ 大手口再開発事業 

－ 元まいづる百貨店・バスセンタービルの再建整備事業 

○ ビジネス機能誘致促進事業 

－ まちなかの空きビル、空き地、空き店舗の活用 

－ 事業所、商店、ＮＰＯ、役所窓口などのまちなか誘致 

－ 県、市が連携した誘致活動、優遇制度の検討 

☆ 居住環境再生プロジェクト ←「住む」 

◎ 買い物ルート整備事業 

－ 生活圏エリア～まちなかエリアの徒歩・自転車ルートの環境整備 

○ まちなか住宅建設促進事業 

－ エリア内での住宅・マンション建設の促進 

－ 土地情報提供、地権者調整 

－ 新しい町屋居住スタイルの提案（現代風住居併用店舗のモデルハウス整備等） 

☆ 憩いの街プロジェクト ←「憩う」 

◎ 憩いの街整備事業 

－ 高齢者がまちなかで憩える公園、休憩所、喫茶店などを整備 

○ 街の映画館復活事業 

－ 県「アジアのハリウッド構想」や「地域でムービー協会」と連携した映画館復活 

－ 高齢者や主婦をターゲットにした作品を中心にラインアップする映画館運営 

☆ まちなか観光創造プロジェクト ←「訪れる」 

◎ 唐津神社参道再生事業 

－ 「まちなか」観光と「海際のまち」のシンボルとして大手口大鳥居を再建 

－ 唐津神社参道の街並み整備 
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○ まちなか観光ルート整備事業 

－ 併せて「歩ける・観れる・買える・食える」城下町ルートの整備（サイン、舗装） 

－ 海→唐津城→唐津神社→曳山会館→大手口→旧唐津銀行→商店街→駅・アルピノ 

★ まちなか基盤整備プロジェクト ←共通 

◎ 既存駐車場有効活用事業 

－ まちなかエリアの既存駐車場を使いやすく整備（ＵＤ化、誘導・表示の統一など） 

－ まちなか駐車場の報を提供するＩＴシステム整備 

○ 戦略的まちなか大駐車場整備事業 

－ アクセスしやすい、駐車しやすい、まちなか大駐車場の整備の検討 

○ まちなか公共交通機関充実事業 

－ まちなか循環百円バスの運行（高齢者や主婦などのまちなか移動手段の提供） 

○ まちなか誘導ルート整備事業 

－ 郊外（産業道路＆バイパスなど）からまちなかへの誘導ルート・サイン整備 

 

○プロジェクト実現のための提言 

1）当事者・関係者間の合意形成 

・ 商店街、空ビル・空地等の地権者、行政などの当事者や関係者間の合意形成を図る。 

・ 合意形成を促進するため、プロジェクト毎のワーキンググループを立ち上げる。 

2） 官民の役割分担整理 

・ 事業の性質により、民間と行政との適切な役割分担を整理する。 

・ 民間事業に対して、行政が直接的あるいは側面的な支援を積極的に行う。 

3） 行政の市街地再生推進体制の整備 

・ 唐津市においても、市街地再生という横断的な課題に対応する体制（新しい組織又は 

推進本部などの組織）を整備する。 

・ 改正まちづくり三法による国の支援を受けるため、法定協議会の設置や基本 
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○ロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

○組織体制 

 まちなか再生推進グループ会議 委員一覧（Ｈ27．6．2 現在） 

分野 団体名(順不同) 備考 

景観形成 
唐津ＨＯＰＥ研究会 副会長 

唐津曳山取締会   

生活 
唐津市子育て支援センター   

大志小学校 PTA 会   

商店街 

唐津中央商店街 会長 

刀町振興会   

中町商店街協同組合   

協同組合京町商店街  副会長 

協同組合京町商店街    

協同組合呉服町商店街    

協同組合呉服町商店街    

唐津中央商店街青年部   

唐津中央商店街顧問   

社会活動 唐津環境防災推進機構   

商工業 
唐津商工会議所   

まいづる百貨店   

安心 スクールガードリーダー   

公共交通 
唐津鉄道事業部   

昭和自動車株式会社   

地域代表 
唐津市駐在員(大名小路)   

唐津市駐在員(呉服町)   

金融 唐津信用金庫本店営業部   

観光 

（一社）唐津観光協会   

唐津赤レンガの会   

唐津ボランティアガイド   

昭和トラベラーズクラブ   

唐津やきもん祭り実行委員会   

まちづくり 
いきいき唐津株式会社   

タウンマネージャー   

行政 佐賀県   
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唐津市   

オブザーバ

ー 

唐津商工会議所   

中央商店街   

いきいき唐津株式会社   

佐賀県商工課   

事務局 商工ブランド課   

 

 ○会議開催経過 

日付 議題 
H21.4.21 
H21.5.21 
H21.6.16 
H21.7.21 
H21.8.18 
H21.9.8 

H21.9.15 
H21.9.29 

H21.10.20 
H21.11.18 
H21.12.15 
H22.1.19 
H22.2.16 
H22.3.16 
H22.4.20 
H22.5.25 
H22.6.15 
H22.7.20 
H22.8.17 
H22.9.21 

H22.10.19 
H22.11.17 
H22.12.22 
H23.2.15 
H23.3.16 
H23.4.19 
H23.5.18 
H23.6.21 
H23.8.19 
H23.9.20 

H23.10.21 
H23.11.17 
H23.12.20 
H24.2.21 
H24.4.17 
H24.5.22 
H24.6.27 
H24.7.24 
H24.8.21 
H24.9.28 

H24.10.16 
H24.11.20 
H25.2.12 
H25.3.28 
H25.4.22 
H25.5.21 
H25.6.19 

H21 年度事業計画 
H21 年度事業実施状況 
H21 年度事業実施状況 
集客施設等誘致促進事業 
ユニバーサルデザイン勉強会 
中心市街地活性化についての具体的な検討 
からつ大学交流センター報告 
まちなか UD 事務所について 
H22 年度まちなか事業 
H22 年度まちなか事業 
H22 年度まちなか事業 
明神線歩車道段差解消工事 
まちなか物産市 
平成 21 年度まちなか事業 
大手口再開発ビル建設に伴う交差点のあり方 
中心市街地活性化協議会及びまちづくり会社 
城下町通りイルミネーション事業 
大手口再開発ビル前の横断歩道の設置 
平成 22 年度事業進捗 
平成 22 年度事業進捗 
よぶこイカすぜ倶楽部 
平成 22 年度事業進捗 
平成 22 年度事業進捗 
地域商店街活性化法による事業計画 
まちなか物産市 
まちなか物産市 
街なか誘導バス社会実験 
一方通行規制の解除 
大手口再開発ビルオープン 
城下町通りイルミネーション事業 
文化的資源を活用した城内まちづくり計画 
唐津うまか博（鍋まつり） 
唐津うまか博（鍋まつり） 
土曜夜市 
唐津やきもん祭り 
唐津シネマの会 
からつ鍋まつり 
旧村上歯科リノベーション事業 進捗状況報告 
唐津やきもん祭り 
市民交流プラザの利活用 
唐津のひいな遊び 
からつ鍋まつり 
まちなかでのイベント 
唐津やきもん祭り 
JR 唐津駅北口広場整備事業 
街なか骨格軸構想 
呉服町アーケード事業 
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H25.7.16 
H25.8.20 

H25.10.18 
H25.11.20 
H26.1.21 
H26.2.21 
H26.4.22 
H26.5.20 
H26.8.26 

H26.11.25 
H27.2.24 
H27.4.28 
H27.6.2 
H27.7.7 

H27.12.15 

唐の津風景街道 
平成 25 年度市街地活性化推進事業 
電子マネー・ポイント共通化 
中心市街地における空き店舗活用方法 
唐津市がんばる地域応援事業補助金 
まちなか再生推進グループの今後の在り方 
中心市街地活性化に関する取り組み 
呉服町アーケード撤去後の「まちのイメージ、コンセプト」 
平成 26 年度事業 
呉服町アーケード撤去事業 
まちなか集い館の今後の在り方 
まちなか集い館の今後の在り方 
まちなか再生推進グループ会議の進め方 
新天町パティオ整備事業 
中心市街地活性化基本計画（新計画） 
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［3］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進  

（1）客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業・措置の集中実施 

①客観的現状分析 

・統計的なデータを用いた現状分析については、1．［2］中心市街地の現状と課題に記載している。 

②地域住民のニーズ等の分析 

・「都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金事業）に関するアンケート調査では、都市再生整

備計画に掲げる事業に対する評価を把握するとともに、中心市街地に不足していることやこれか

らのまちづくりに対する以降を把握し、中心市街地活性化の方向性を探ることを目的に実施した。 

・「平成 25 年度唐津中心市街地活性化基本計画指標等調査業務」は、中心市街地の活性化に向け、

商店街来訪者の来街特性及び商店街への利用ニーズを調査することにより、商店街・中心市街地

の賑わい創出に向けた課題と展望の整理を行うことを目的に実施した。 

・調査内容は、1．［3］地位住民のニーズ等の把握に記載している。 

 

（2）様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整 

 ①各種団体との連携・調整 

  基本計画に基づく各種事業の円滑な推進のためには、市民、事業者、行政などのさまざまな主体

が協働して取り組む必要がある。本計画の事業実施においても、関連する関係者等と連携を図りな

がら、活動の継続や発展に取り組む必要がある。 

 

○唐津市まちなか再生推進グループ 

唐津市、商工会議所、商店街組合、設計事務所協会、子育て支援センター、市民団体（唐津環境

防災推進機構）、地権者、観光関係企業、交通関係企業、地域代表者等で構成する「まちなか再生

推進グループ」を結成し、以下のプロジェクト毎にワーキンググループを立ち上げている。 

 

「営む」 ：商店街再生プロジェクト 

「働く」 ：市街地機能再生プロジェクト 

「住む」 ：居住環境再生プロジェクト 

「憩う」 ：憩いの街プロジェクト 

「訪れる」：まちなか観光創造プロジェクト 

共通  ：まちなか基盤整備プロジェクト 
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当該グループで、目指す姿、再生コンセプト、目標を共有し、実施すべき取組内容を協議。 

また、当グループで、毎年度、数値目標の達成状況をもとに実施した取組の評価を行い、次年度の

取組内容の適否を協議している。 

 

○大学との連携 

 九州大学の TLO である㈱産学連携機構九州が、唐津市大学連携地域活力創出事業として、中心市

街地に「からつ大学交流連携センター」を平成 21 年 9 月にオープンしている。 

 このセンターでは、唐津市と協力協定を結んでいる九州大学をはじめ、佐賀大学、早稲田大学な

どの保有する知的財産及び人材を積極的な活用を行い、地域産業の活性化、地域課題の解決、生涯

学習活動の振興等への支援や地域活力の創出を図る。 

 

○城内地区・曳山通り景観まちづくり検討委員会 

 城下町の石垣や掘割などが残る｢城内地区｣と、唐津くんちの曳山巡行ルートである｢曳山通り｣の景

観まちづくりを推進するために、地域住民で構成する検討委員会を設置し取り組みを進めている。 

 

H25 年度 住民意向調査（アンケート）の実施 

H26 年度 地域の課題の抽出や今後の方針などの検討 

H27 年度 具体的な取組みや施策の検討 

H28 年度 各種取組の実施 
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②パブリックコメントの実施 

  近日中に実施予定。ホームページや窓口での閲覧により実施し、寄せられた意見等に対する市の

考え方については、ホームページにおいて公表する予定である。 
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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

 

［1］都市機能の集積の促進の考え方  

中心市街地の都市機能の集積の促進の考え方として、「唐津市総合計画」（平成 18 年 3 月）で、

求心力のあるコンパクトな都市構造への転換がうたわれている。 

その実現に向け、「唐津市まちなか再生構想」（平成 18 年 9 月）では、「優しく元気な唐津のま

ちなか」というコンセプトのもと、まちなか再生の方向性が整理されている。また、「唐津地域産業

振興ビジョン」（平成 19 年 3 月）においては、コンパクトシティ形成とまちなかエリアの位置づけ

についての考え方を整理している。 

（1）「第 2 次唐津市総合計画」（平成 27～令和 6 年） 

 本市の第 2 次総合計画において、中心市街地について以下のように計画されている。 

将来都市構造の基本イメージ 

高次都市機能を有する都市中心拠点、コンパクトで充実した地域生活拠点を中心

に、各地域が国県市道や鉄道等による環状・放射ネットワークにより、有機的に連

携・交流し、都市全体として一体感のある都市構造を形成します。 

（2）「唐津市まちなか再生構想」（平成 18 年 9 月） 

・優しく元気な唐津のまちなか 

   （再生の方向性） 

①市民生活を支えるまちなか再生 

②徒歩や自転車、車椅子で安心して買い物や通院ができるまちなか 

③市民の働く場であるまちなか再生 

④まちなか・生活圏エリアを魅力的な住宅地として再生 

⑤市民が自慢したくなるまちなか再生 

（3）「唐津地域産業振興ビジョン」（平成 19 年 3 月） 

・市民・行政・事業者・観光客をつなぐ“まちなか交流”の実現 

  （ビジョン） 

①まちなかエリアの起点となる“まちなか交流センター”の整備による唐津コンパクトシティの

形成 

②まちなか交流センターと唐津駅の 2 極構造を活用したまちなか活性化推進 

 （まちなか交流センターとまちなかをつなぐ活性化方針） 

①歴史文化を次世代につなぐ 

②観光客をまちなかにつなぐ 

③まちなかで滞在時間をつなぐ 

④生活基盤・地域産業をつなぐ 
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［2］都市計画手法の活用  

本市には、準工業地域が約 98.7ha（下図参照）指定されており、これらの地域への大規模集客施設

（劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券売所、場

外車券売場その他これらに類する用途に供する部分（劇場、映画館、演芸場、の用途に供する部分に

あっては、客席の部分に限る。）の床面積 10,000 ㎡を超えるもの）の立地を規制するため、特別用途

地区を指定し、併せて、特別用途地区内の建築制限を定める建築条例を公布・施行した。 

 

 

＜大規模集客施設の立地規制の経緯＞ 

 平成 22 年 1 月 6 日 特別用途地区の指定に関する都市計画案縦覧 

 平成 22 年 3 月 1 日 特別用途地区の指定に関する都市計画決定 

 平成 22 年 3 月 10 日 特別用途地区の建築条例市議会可決 

            特別用途地区の建築条例公布 

 平成 22 年 3 月 10 日 特別用途地区の建築条例施行 
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［3］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等  

（1）庁舎などの行政機関、教育文化施設、医療施設、病院・学校等の立地状況 

 

○中心市街地及び周辺に立地している庁舎等の行政機関、主な公共施設 

 機関名称 

生 活 

・唐津市役所 
・佐賀地方検察庁唐津支部唐津区検察庁 
・佐賀地方裁判所唐津支部 
・唐津郵便局、唐津大名小路郵便局、唐津坊主町郵便局、唐津大石町郵

便局 
・唐津労働基準監督署 
・唐津税務署 
・法務局唐津支局 
・国土交通省九州地方整備局 唐津港湾事務所 

医療・福祉 

・唐津保健福祉事務所 
・唐津年金事務所 
・唐津市障がい者支援センター 
・唐津福祉・就労支援センター 

教育・文化 

・唐津市民会館 
・曳山展示場 
・唐津市子育て支援情報センター 
・唐津市民交流プラザ 
・唐津市ふるさと会館アルピノ 
・唐津観光協会 
・唐津市近代図書館 
・埋門ノ館 
・西ノ門館 
・旧高取邸 
・旧唐津銀行 
・唐津城 
・大志小学校 
・唐津幼稚園 

 

○大規模集客施設の立地状況 

   32 ページ参照 

 

○その他施設の状況 

施設分類 施設数 名 称 等 

金融機関 8 
佐賀銀行、佐賀共栄銀行、親和銀行、西日本シティ銀行、福

岡銀行、唐津信用金庫、九州労働金庫、ＪＡ 

病 院 33 内科 17、外科 8、眼科 4、耳鼻咽喉科 2、産婦人科 4、など 

その他 3 
唐津商工会議所、唐津観光協会、ＪＲ唐津駅、大手口バスセ

ンター 
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［4］都市機能の集積のための事業等  

都市機能の集積のため、以下に示す事業を実施する。これらの事業を一体的に進めることにより、中

心市街地の都市機能の一層の強化を図る。 

 

○市街地の整備改善に関する事業 

 ・舞鶴海浜公園整備事業 

・松浦河畔緑地バリアフリー化事業 

○都市福利施設整備に関する事業 

 ・旧大島邸復原整備事業 

 ・本庁舎事業 

○商業の活性化に関する事業 

 ・新天町パティオ街区再開発事業 

 ・呉服町商店街ファサード整備事業 

 ・空き店舗チャレンジ誘致事業 
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11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

［1］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項  

 

平成 18 年度以降ファサードの整備を継続して実施し、現在のところ 44 箇所において統一感あふ

れるまちなかの景観が整っている。さらに構想の中の 6 つのプロジェクトから出来るものから順次

実施してきている。「住む」「訪れる」「働く」をキーワ－ドに平成 20 年度は、街なか居住推進

事業、まちなか再生ユニバーサルデザイン計画策定などを実施した。 

そのほか、平成 19 年度には、まちなか再生事業の一環として、財団法人地域総合整備財団の「ま

ちなか再生支援協力委員会」による、まちなか再生に関する相談事業に応募した。平成 20 年 1 月

28 日、財団及び各専門委員が来唐し、本市の実情について視察された。この事業は、「まちなか再

生事業」を推進するために必要な検討を行うため、学識経験者、民間専門有識者、関係行政機関職

員などで構成される、タスクフォース（機動部隊）型の委員会で、自治体からのまちなか再生に関

する相談について「再生手法」、「建築プラン」、「ファイナンス」、「スケジュール」、「今後

の実施体制」、「関連支援策」、などのアドバイスを受けた。 

それによると、本市の中心市街地の特徴として「町並み修景はもう一つ工夫が必要」「歴史的な

資産が充分に生かされていない」「空き店舗の再開発について」の課題が示された。 

また、中心市街地活性化の必要性についての認識を深めるため、中心市街地活性化に取組む市町

村に対し都市計画・商業施設開発等の専門家を現地に派遣し市町村に対して診断助言を行う、｢平

成 20 年度市町村の中心市街地活性化の取り組みに対する診断助言事業｣に応募し、平成 20 年 4 月

16 日に採択を受け事業実施を行った。4 回の専門家との意見交換会の後、平成 21 年 2 月 13 日には

｢まちなか再生報告会｣を開催し、唐津市長を含め、200 人近い市民で会場は満席となり、まちなか

再生への期待の大きさが現れていた。 

この間、中心市街地では、様々なイベントが開催され、｢からつんまちは 100 円祭｣などの商店街

独自の取り組みもなされ着実に活性化への取り組みがなされてきている。 

平成 22 年 3 月に、中心市街地活性化基本計画を策定し、総理大臣の認定を受け、平成 27 年度に

かけて事業を実施した。 

  しかし、前計画で整備した施設・インフラの効果は部分的にとどまり、「活性化」には程遠いの

が実態であり、時代の変化に応じた特色ある市街地を形成することが必要である。 

 したがって、新計画のアプローチとしては 

① 駅・商店街・バスセンターが 1 直線に繋がる都市形態。 

② 前計画で整備した都市インフラ及び市街地に点在する既存ストック（空家・空き店舗・遊休施

設） 

③ 城下町が育んだ歴史文化 

これら、3 つの資源を活用し誘客・消費を喚起する市街地の新たな価値を創出する「革新」と活
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性化の効果を顕在化させる「中心部の核」の創出を図ることで、量から質への新たな市街地活

性化を目指す。 

 

 

［2］都市計画等との調和 

(1)「第 2 次唐津市総合計画」（平成 27～令和 6 年） 

 本市の第 2 次総合計画において、中心市街地について以下のように計画されている。 

 

将来都市構造の基本イメージ 

高次都市機能を有する都市中心拠点、コンパクトで充実した地域生活拠点を中心

に、各地域が国県市道や鉄道等による環状・放射ネットワークにより、有機的に連

携・交流し、都市全体として一体感のある都市構造を形成します。 

 

(2)都市計画マスタープラン 

 都市計画マスタープランにおいて、中心市街地活性化は、下記のように重点方針の中で位置づけ

られており、本計画との整合性を図っている。 

 

      平成 22 年 12 月策定の唐津市都市計画マスタープラン（関連部分の抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点方針１ 「唐津の顔」となる賑わいあふれる魅力ある 
中心市街地の再生を推進します。 

再開発事業の促進や歴史・文化的資源等の活用による魅力ある「唐津の顔」の形成、 

および中心部の賑わいを回復させる街なか居住の推進などにより、賑わいあふれる魅力 

ある中心市街地の再生を図ります。 

重点方針２ みなとを核として、人や物が交流し賑わう 
「唐津みなとまち」の再生を推進します。 

玄海水産ブランドの構築や緑地レクリエーション機能の拡充、市民協働による「唐津 

みなとまちづくり懇話会」への継続支援などにより魅力向上を図ります。また、海を身 

近に感じられる空間づくりなど、「唐津みなとまち」の再生に向けた取り組みを進めま

す。 

重点方針３ 西九州自動車道等の広域交通体系の整備を促進し、 
観光交流や産業振興に寄与する地域づくりを推進します。 

西九州自動車道、佐賀唐津道路を始めとした広域交通体系の整備、および地域内幹線 

道路網の整備による各拠点間の連携強化を図り、観光交流や産業振興の推進、並びに拠 

点連携の相乗効果による地域活力の向上を目指します。 

重点方針４ 虹の松原や鏡山などの地域固有の自然環境や景観と調和した 
地域づくりを推進します。 

西九州自動車道の開通など本市の交通体系が大きく変化する中、玄海国定公園に指定 

された風光明媚な唐津の風景や自然環境を後世に残していくため、自然環境の保全を前 

提に、周辺環境と調和した計画的な土地利用による地域づくりを進めます。 

重点方針５ 旧高取邸や唐津焼、唐津くんちや浜崎祇園など、貴重な歴史・ 
文化資源を活かした観光交流による地域づくりを推進します。 

旧高取邸や唐津焼、唐津くんちや浜崎祇園など、貴重な歴史・文化資源を有する中央 

地域においては、歴史・文化資源の保全とハード・ソフト事業の連携した活用により観 

光交流を推進し、中心市街地および地域生活拠点の再生を図ります。 
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［3］その他の事項 

(1)佐賀県との連携 

平成 16 年度から実施した「佐賀県がんばる商店街施設整備事業」によって、活性化についての取り

組みが盛り上がり、更なる支援の要望を県に対し行った。その結果、県では、商店街振興から中心市

街地の活性化を目指すために新たな支援制度である「佐賀県市街地再生重点支援事業」を創設してい

ただいた。 

この事業の支援を受けるために、商業者だけではない、地権者やまちづくり団体を含めたまちづく

りの実施団体としての組織である「唐津市まちなか再生推進グループ」を組織し、「唐津市まちなか

再生構想」をまとめた。 

 

(2)定住自立圏構想の策定（総務省所管） 

本市では、現在「集約とネットワーク」の考え方に基づき、中心市（人口 5 万人程度以上、昼夜間

人口比率 1 以上）と周辺市町村が圏域を形成し、圏域ごとに、中心市において都市機能（医療、福祉、

教育等）を集約的に整備するとともに、周辺市町村において必要な生活機能を確保し、互いに機能分

担をし、連携・協力することにより、圏域全体の活性化を図ることを目的に定住自立圏構想を策定す

ることにしている。 

中心市宣言 

 

唐津市定住自立圏中心市宣言 

 

  現在の唐津市は、平成 17 年 1 月 1 日及び平成 18 年 1 月 1 日に旧唐津市、旧浜玉町、旧厳木町、

旧相知町、旧北波多村、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町、旧七山村の旧 1 市 6 町 2 村が合併を果

たし、一つの圏域を形成しています。この地域は、歴史的にも江戸時代から唐津藩として結びつ

きが強い地域であり、旧唐津市を中心に経済圏や生活圏が形成されてきました。また、昭和 46

年から合併前までは、一部事務組合の「唐津・東松浦広域市町村圏組合」のもとで共同事業を行

い、地域経営の効率化を図ってきました。 

 

この圏域の中核的な役割を担ってきた、旧唐津市には、公共施設、商業、福祉医療、バスや鉄

道の交通結節機能など、既に都市機能において一定の集積があり、加えて、現在も、道路整備、

ユニバーサルデザイン化の推進、中高一貫校の誘致など都市機能の充実に取り組んでいます。 

  また、旧 6 町 2 村の地域には、中山間地の山々や平坦部の田畑、沿岸部の漁港、まちに潤いを

与えてくれる水辺空間など、農業や漁業などを営む生活空間や落ち着いた居住空間があり、上下

水道の整備や情報基盤の整備など住民の共生や日常生活を支える機能の充実に取り組んでいま

す。 
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こうしたことから、合併後の新市の総合計画においても海・山・川の響きあいが新市の魅力を

輝かせ、新しい活力を創る「響創のまちづくり」を基本理念にまちづくりを進めているところで

す。 

 

わが国の人口は、今後、急速に減少することが見込まれています。唐津市もその例外ではなく、

新市の圏域で人口の推移を見ると、1985 年（昭和 60 年）から 2005 年（平成 17 年）までの 20 年

間に 10，941 人減少しています。一方で、高齢化率は、13．5％から 24．1％と 10．6 ポイント上

昇しています。このように、今後も人口減少が続き、高齢者数は増加する見込みであり、少子・

高齢化、人口減少の進行に向けた対応は喫緊の課題となっています。 

  

このような状況を踏まえ、人口の流出を食い止め、市民が安心して暮らすことのできる持続可

能な地域社会をつくるため、中心地域の商業機能、各種生活関連サービス機能、医療機能の向上

など、地域住民の生活を受け止める都市機能を充実させていくべき旧唐津市地域と、生活を守る

上で必要不可欠な生活交通の維持確保、地域間の情報格差解消、食料生産、地域コミュニティの

形成など、生活機能の充実を必要とする旧 6 町 2 村の地域が担うべき機能を分担すると同時に、

それぞれの機能を有機的に連携させ、「定住」のための、暮らしに必要な諸機能を確保すること

が必要になっています。 

 

  このため、旧唐津市を中心地域とし、旧 6 町 2 村の地域を周辺地域とした「唐津市定住自立圏」

の構築を掲げ、唐津市にふさわしい施策を展開し、圏域全体の総合的なマネジメントを行うこと

により、地域間の絆をさらに深め、その暮らしを支え合い、全体として魅力あふれる地域の形成

を目指すことをここに宣言します。 

 

  平成 21 年 9 月 8 日 

                 唐津市長 坂 井 俊 之 
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12．認定基準に適合していることの説明 

基 準 項  目 説 明 

第 1 号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

意義及び目標に関する事項 1．中心市街地に関する基本的な方針に記載 

3．中心市街地の活性化の目標に記載 

認定の手続 9．［2］に記載 

中心市街地の位置及び区域に関

する基本的な事項 

2．中心市街地の位置及び区域に記載 

4 から 8 までの事業及び措置の総

合的かつ一体的推進に関する基

本的な事項 

9．4 から 8 までに掲げる事業及び措置の総合

的かつ一体的促進に関する事項に掲載 

中心市街地における都市機能の

集積の促進を図るための措置に

関する基本的な事項 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進

を図るための措置に関する事項に掲載 

その他中心市街地の活性化に関

する重要な事項 

11．その他中心市街地の活性化のために必要な

事項に記載 

第 2 号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

目標を達成するために必要な 4か

ら 8までの事業等が記載されてい

ること 

4．から 8．に記載 

基本計画の実施が設定目標の達

成に相当程度寄与するものであ

ることが合理的に説明されてい

ること 

3．中心市街地の活性化の目標に記載 

第 3 号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されているか、

又は、特定される見込みが高いこ

と 

4．から 8．に記載 

事業の実施スケジュールが明確

であること 

4．から 8．に記載 
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